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表紙

(証券コード 9432)

第40回定時株主総会

招集ご通知
日　時 2025年6月19日（木曜日）

開会 午前10時（受付開始 午前9時）

場　所 東京都港区高輪三丁目13番1号
グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

　

株主総会当日の様子は、インターネットに
よるリアルタイム配信を行うほか、事前の
ご質問をお受けしておりますので、ぜひご
利用ください
(詳細は裏表紙をご参照ください)

※お土産の配布はございません

インターネット又は書面による事前の議決権行使をお願い申し上げます
事前行使期限：2025年6月18日（水曜日）午後5時30分

　

スマートフォン等で同封の議決権行使書面右下のQRコード
を読み込んで行使いただけます
(詳しい手順は、本冊子の5頁をご参照ください)

NTTグループの
大阪・関西万博特設サイトはこちら



第40回定時株主総会招集ご通知

2025/05/09 10:14:35 / 24180129_日本電信電話株式会社_招集通知

株主の皆様へ

■ 株主の皆さまへ
　日頃よりNTTグループをご支援いただき、厚く御礼申し上げます。
　第40回定時株主総会を6月19日（木曜日）に開催いたしますので、ここに招集
のご通知をお届けします。
　第40期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の事業年度は、中期経営
戦略「New value creation & Sustainability 2027 powered by IOWN」の
目標達成に向けた施策を進めました。引き続き、事業活動を通じてお客さまと社
会のために新たな価値を提供してまいります。
　NTTグループは、お客さま・社会の声を原点に、社会課題の解決と持続可能な社
会の実現に挑戦し、事業領域を拡大してまいりました。その結果、現在の商号と事
業の実態が必ずしも一致しなくなり、また2024年4月の改正NTT法施行で商号変
更が可能となったため、広く浸透している通称「NTT」を正式な商号として採用す
べく、第40回定時株主総会の第2号議案として株主の皆さまにお諮りしています。
　今回の商号変更にあわせ、コーポレートロゴも一新し、「新生NTTグループ」
として、更なるグローバル展開の拡大に統一感をもって臨み、常に未来を考えダ
イナミックに自己革新を続け、より一層の企業価値向上をめざしてまいります。
　本年4月に開幕した大阪・関西万博では、NTTグループとして、IOWNによる
空間伝送技術を駆使したパビリオンを出展しています。ぜひ多くの株主の皆さま
にご来場いただき、NTTグループの描くコミュニケーションの未来をご体感いた
だければ幸いです。
　株主の皆さまにおかれましては、何卒より一層のご理解とご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。

日本電信電話株式会社
代表取締役社長
社長執行役員　

現 新

商号*

コーポレート
ロゴ

* 第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件としています。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. 日時 2025年6月19日（木曜日）午前10時
2. 場所 東京都港区高輪三丁目13番1号

グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール
※お土産の配布はございません。
当日の模様はインターネットにてリアルタイム配信いたします。
（裏表紙のご案内をご参照ください。インターネットなどによる事前のご質問受付についてもご案内しております。）
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株主の皆様へ

報告
事項

1 第40期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2 第40期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

決議
事項

＜会社提案＞（第1号議案から第8号議案まで）
第1号議案 剰余金の配当の件（当社普通株式1株につき金2円60銭の配当）
第2号議案 定款一部変更の件（NTT株式会社への商号の変更および監査等委員会設置

会社への移行等）
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額および内容決定の件
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
第8号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連

動型株式報酬等の額および内容決定の件

各議案の詳細はこちらをご参照ください。
https://group.ntt/jp/ir/shares/shareholders_meeting/

候補者
番号 氏　名 年齢

（性別）

1 さわ
澤

だ
田

 

　
じゅん
純 再任

　
69歳(男性)

2 しま
島

だ
田

 

　
あきら
明 再任

　
67歳(男性)

3 ひろ
廣

い
井

 

　
たか
孝

し
史 再任

　
62歳(男性)

4 ほし
星

の
野

 

　
り
理

あき
彰 新任

　
59歳(男性)

5 おお
大

にし
西

 

　
さ
佐

ち
知

こ
子 再任

　
58歳(女性)

6 パ ト リ チ オ  マ ペ ッ リ
Patrizio Mapelli 新任 外国籍

　
70歳(男性)

7 さか
坂

むら
村

 

　
けん
健 再任 社外 独立

　
73歳(男性)

8 うち
内

なが
永

 

　
 

ゆ
 

か
こ
子 再任 社外 独立

　
78歳(女性)

9 わた
渡

なべ
邉

 

　
こう
光

いち
一

ろう
郎 再任 社外 独立

　
72歳(男性)

10 えん
遠

どう
藤

 

　
のり
典

こ
子 再任 社外 独立

　
57歳(女性)

11 たけ
武

い
井

 

　
な
奈

つ
津

こ
子 再任 社外 独立

　
64歳(女性)

第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除
く）候補者一覧

　

候補者
番号 氏　名 年齢

（性別）

1 やなぎ
柳

 

　
けい
圭

いち
一

ろう
郎 新任

　
64歳(男性)

2 たか
髙

はし
橋

 

　
か
香

なえ
苗 新任

　
61歳(女性)

3 こし
腰

やま
山

 

　
けん
謙

すけ
介 新任 社外 独立

　
65歳(男性)

4 かん
神

だ
田

 

　
ひで
秀

き
樹 新任 社外 独立

　
71歳(男性)

5 か
鹿

しま
島

 

　
 

か
 

お
 

る 新任 社外 独立
　

67歳(女性)

氏　名 年齢
（性別）

たけ
武

い
井

 

　
な
奈

つ
津

こ
子 社外 独立

　
64歳(女性)

第4号議案　監査等委員である取締役候補者一覧

第5号議案　補欠の監査等委員である取締役候補者

　

3. 目的事項

ご参考
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株主の皆様へ

決議
事項

＜株主提案（1名）＞（第9号議案および第10号議案）
第9号議案 定款一部変更の件（管理監督者以外の一般従業員の実質賃下げ禁止について）
第10号議案 定款一部変更の件（株主総会の資料などにおいて、会社提案と株主提案を同等

に扱う件について）

＜株主提案（1名）＞（第11号議案から第17号議案まで）
第11号議案 定款一部変更の件（株主提案の理由に対する字数の上限の緩和）
第12号議案 定款一部変更の件（企業理念の策定と開示）
第13号議案 定款一部変更の件（資本政策に関する情報開示）
第14号議案 定款一部変更の件（取締役の国籍基準）
第15号議案 定款一部変更の件（取締役会における決議の判断基準）
第16号議案 剰余金の配当（特別配当）の件
第17号議案 業務執行取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のた

めの報酬決定の件

＜株主提案（1名）＞（第18号議案）
第18号議案 株主への情報提供の電子化による環境負荷削減を目的とした定款一部変更の件

取締役会としては、株主提案（第9号議案から第18号議案まで）のいずれにも反対いたします。
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株主の皆様へ*2*

当社ウェブサイト
https://group.ntt/jp/ir/shares/shareholders_meeting/

東京証券取引所（東証）ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
当社名または証券コード（9432）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえご確認ください。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置
事項を掲載しておりますので、アクセスのうえご確認くださいますようお願い申し上げます。

招集ご通知および電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東
証ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載いたします。

電子提供措置事項のうち、以下の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただ
いた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は以下の事項を含む監
査対象書類を監査しております。

・事業報告（NTTグループの現況に関する事項（主要な事業内容、主要な拠点など、従業員の状況、NTTグループ
の財産および損益の状況の推移、当社の財産および損益の状況の推移）、会社役員に関する事項（責任限定契約の
内容の概要）、会計監査人に関する事項、業務の適正を確保するための体制などの整備についての決議の内容、業
務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
・連結計算書類（連結持分変動計算書、連結注記表）
・計算書類（株主資本等変動計算書、個別注記表）
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議決権行使のご案内（株主提案なし）（別案）

議決権行使のご案内

A インターネットなど*による議決権行使 行使期限 2025年６月18日（水曜日）午後５時30分まで
　

QRコードの読み取りによる方法
　
１

　
議決権行使書右下に記載のQRコードを読み取ります。

２
　

「株主総会ポータル」トップ画面から「議決権行使
へ」を押下いただくことで、「議決権行使コード/株主
総会ポータルログインID」および「パスワード」の入
力なしで簡単に議決権行使可能です。

　

３
　

「スマート行使Ⓡ」トップ画面が表示されましたら、以
降、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

会社提案のすべての議案に賛成、株
主提案のすべての議案に反対される
場合、🅐のボタンをご選択ください。

各議案について、個別に賛否を入力
される場合、🅑のボタンをご選択く
ださい。

取締役会としては株主提案（第
9号議案から第18号議案まで）
のいずれにも反対いたします。

🅐

🅑
🅐
🅑

ログインID/パスワードによる方法

１
　

「株主総会ポータル」（https://www.soukai-portal.net/）
にアクセスしてください。

２
　

ログイン画面で、議決権行使書用紙に記載された「議
決権行使コード/株主総会ポータルログインID」および
「パスワード」をご入力ください。

３
　

以降、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

注 意

議決権行使後に行使内容を修正する場合は、お
手数ですが、上記の議決権行使ウェブサイトに
て「議決権行使コード/株主総会ポータルログ
インID」および「パスワード」をご入力いた
だきログイン、修正をお願いいたします。

※「議決権行使ウェブサイト」（https://www.web54.net/）
においても、議決権行使が可能です。

　

招集ご通知等を電子メールで受領された株主の皆さま

１
　

「株主総会ポータル」（https://www.soukai-portal.net/）
にアクセスしてください。

２
　

ログイン画面で、2025年５月30日（金曜日）送信の
電子メールの本文下部記載の「議決権行使コード/株主
総会ポータルログインID」と、メールアドレス登録時
にご自身で設定された「パスワード」をご入力くださ
い。
※「パスワード」を失念された場合は、次頁記載のモ

バイルアプリ「株主パスポート」から「議決権行使
コード/株主総会ポータルログインID」および「パス
ワード」の入力なしで議決権行使可能です。

３
　

以降、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

招集ご通知等の電子メールでのお受け取りの詳細
は、当社ホームページ（https://group.ntt/jp/
ir/private_investor/convocation_notice/）
をご参照ください。

　* 機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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議決権行使のご案内（株主提案なし）（別案）

B 書面による議決権行使 行使期限 2025年６月18日（水曜日）午後５時30分まで

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

議
決
権
行
使
書
用
紙
の
ご
記
入
方
法
の
ご
案
内

会社提案・取締役会の意見にご賛同いただける場合

取締役会としては株主提案（第9号議案から第18号
議案まで）のいずれにも反対いたします。

ご注意
1. 株主提案に賛成の場合、 「賛」に
2. 株主提案に反対の場合、 「否」に　○印をご表示ください。

こちらに、議案の賛否をご記入ください。

当社取締役会の意見は右図の通りです。

こちらのQRコードをスマートフォンなどで読み取ることにより、
インターネットからも議決権行使可能です。

　

C 株主総会への出席による議決権行使 株主総会開催日時 2025年６月19日（木曜日）午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

モバイルアプリ「株主パスポート」をご利用の株主の皆さまは、「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」およ
び「パスワード」の入力なしで議決権行使を行っていただくことができます。アプリのダウンロードやご登録の方法は、
三井住友信託銀行のホームページ（https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/kabunushi-passport)をご
参照ください。

インターネットなどによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行  証券代行ウェブサポート  専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）

（受付時間  午前９時～午後９時）
※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■１ インターネットまたは書面などにより重複して議決権行使をされた場合は以下のとおり、取り扱わせていただきます。
① インターネットなどにより、複数回、議決権行使をされた場合は、最後のご行使を有効とする。
② 書面により、複数回、議決権行使をされた場合は、当社へ後に到着した議決権行使書用紙によるご行使を有効とする。
③ インターネットや書面などの双方で議決権行使をされた場合は、当社へ後に到着したご行使を有効とする。なお、同日に到着した場合は、インターネット

などによるご行使を有効とする。
■２ 各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案については賛、株主提案については否の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
■３ 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面または電磁的方法により当社にご通知く

ださい。

以　上
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裏表紙（別案）

株主総会当日のインターネットに
よるリアルタイム配信について

配信日時 2025年6月19日（木）
午前10時開始

　
当日の様子はインターネットによるリアルタイム配信を通
じてご覧いただけます。

URLにつきましては、2025年5月30日
ご案内予定の招集ご通知をご確認ください。

インターネットによる
事前のご質問の受付について

受付期限 2025年6月12日（木）
午後5時30分まで

　
第40回定時株主総会に関する報告事項および決議事項につき
まして、株主さまからの事前のご質問をお受けしております。

URLにつきましては、2025年5月30日
ご案内予定の招集ご通知をご確認ください。

※ 頂戴したご質問への回答については当社ウェブサイトに掲載する予定
です。また、その一部については本総会の中でご紹介する予定です。

※ 本総会の報告事項または決議事項に関係のないご質問については、
回答しない場合がございます。

※ ご質問については書面でもお受けしております。以下の送付先に受
付期限までに到着するようご送付ください。
送付先
〒100-8116 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
日本電信電話株式会社　IR室

　■ インターネット配信などのご案内

　

　■ 会場のご案内
グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール
東京都港区高輪三丁目13番1号　電話：03-3442-1111

会場

交通
JRまたは京浜急行「品川」駅（高輪口） 徒歩 約8分A
都営地下鉄浅草線「高輪台」駅 徒歩 約6分B

高輪台駅都営地下鉄浅草線

さ
く
ら
坂

ざ
く
ろ
坂

ザ・プリンス
さくらタワー
東京

グランド
プリンスホテル
新高輪

ウィング
高輪

品川税務署

高輪台
郵便局

A1出口

東京高輪病院

至
新
橋

至五反田

至東京

駐車場
カトリック
高輪教会

国際館
パミール

ロビー

グランド
プリンスホテル
高輪

第一京浜（国道15号）
高輪口

品川駅

セブンイレブンA

B
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表紙

第40回定時株主総会

株主総会資料
　

別冊
(証券コード 9432)

目　　次
株主総会参考書類

＜会社提案＞
第１号議案から第８号議案まで ………………… ９

＜株主提案＞
第９号議案から第18号議案まで ……………… 43

事業報告
Ⅰ

　
NTTグループの現況に関する事項 …………… 57

Ⅱ
　

株式に関する事項 ……………………………… 77
Ⅲ

　
コーポレート・ガバナンスに関する事項 …… 78

Ⅳ
　

会社役員に関する事項 ………………………… 85
　

連結計算書類
連結財政状態計算書 ……………………………… 93
連結損益計算書 …………………………………… 94

計算書類
貸借対照表 ………………………………………… 95
損益計算書 ………………………………………… 96

監査報告
連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告 … 97
会計監査人の会計監査報告 ……………………… 98
監査役会の監査報告 ……………………………… 99

　
文中において、　 が付されている用語について、「用語解説」にて解説を掲載しています。

ご案内 こちらの「別冊」はインターネット上でご提供しております。
次回株主総会以降、書面で受領されたい株主さまは、以下の書面交付請求のお手続きをお願いいたします。

お電話でのお手続き ウェブ（チャットボット）でのお手続き
株主名簿管理人（三井住友信託銀行株式会社）の専用コールセンターに
お電話し、お手続きください。

株主名簿管理人（三井住友信託銀行株式会社）のサイト
のチャットボットにアクセスし、お手続きください。

https://group.ntt/jp/ir/is/22122.html 0120－533－600 受付時間：９：00～17：00
(土・日・祝日および12／31～１／３を除く)

書面交付請求のお手続き方法  （書面での受領が不要な株主さまは、お手続きいただく必要はございません。）
ご利用の証券会社にお問い合わせください。株主名簿管理人（三井住友信託銀行株式会社）でのお手続きも可能で
す。以下に、株主名簿管理人でお手続きされる場合の手続き方法をご案内いたします。
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第１号議案

株主総会参考書類

第１号議案
　
剰余金の配当の件

1
　
配当財産の種類 金銭

2
　
配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式・・・・・1株につき 金2円60銭
配当総額・・・・・・・215,210,146,216円

なお、中間配当金として1株につき2円60銭をお支払いしておりますので、当事業年度の年間配当金は1株につき5円20銭となります。

3
　
剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月20日

配当の推移

2021年度

4.6

2022年度

4.8

2023年度

5.1

2024年度（予定）

5.21株当たり年間配当金 （単位：円）

(注) 2023年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき25株の割合をもって株式分割を行っており、1株当たり年間配当金について、
当該株式分割考慮後の数値を記載しています。

議案および参考事項

＜会社提案＞

　当社では、中長期的に企業価値を高めるとともに、株主の皆さまに利益を還元していくことを重要な経営課題
の一つとして位置づけております。
　当期の配当につきましては、安定性・継続性に配意しつつ、業績動向、財務状況および配当性向などを総合的
に勘案し以下のとおりといたしたいと存じます。

資本政策については、84頁をご覧ください。▶

9
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第２号議案

第２号議案
　
定款一部変更の件

１．変更の理由
(1)商号変更に関する事項
　電信電話事業は、1952年に官営から日本電信電話公社へと引き継がれました。戦後復興から高度経済成長
期にかけて、「すぐにつながる電話」という社会の期待に応え、私たちは通信インフラの礎を築いてまいりま
した。
　その後、通信の自由化を受け、1985年には現在の日本電信電話株式会社へと姿を変え、常にお客さまや社
会の声を原点とする姿勢を貫きながら、事業拡大と社会課題の解決に取り組んでまいりました。
　このたび、時代の変化とともにNTTグループの事業構造が進化したこと、さらに、2024年4月の日本電信
電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律施行により商号変更が可能となったことを踏まえ、国内外
で広く親しまれている通称「NTT」を正式に商号として採用することとし、商号を「NTT株式会社」に変更
するものであります。また、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の商号変更が予定されて
いるため、所要の変更を行うものであります（変更案第1条および第2条）。
　なお、本変更の効力発生日は、2025年7月1日といたします（変更案附則第1条）。

(2)機関設計の変更等に関する事項
　当社はこれまで、グループ全体の持続的な企業価値向上に向けて、継続的な議論を重ねてまいりました。今
般、経営方針・戦略に関する議論の一層の充実、取締役会のモニタリング機能の更なる強化、グローバル企業
として海外投資家等からも理解が得られやすいガバナンスモデルへの進化等を目的に、監査等委員会設置会社
へと移行するため、所要の変更を行うものであります。
① 会社の機関として「監査等委員会」を置くことを定め、「監査等委員会」に関する規定を新設し、併せ

て、「監査役」「監査役会」に関する規定を削除するものであります（変更案第5条、第24条、第28条
および第29条ならびに現行定款第27条から第32条まで。）。

② 監査等委員である取締役の員数、任期に関する規定を新設するものであります（変更案第20条および第
22条）。

③ 取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決
定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の規定を新設するものであります（変更案第26
条）。

　そのほか、これらに加えて、関連する規定の修正・削除、条数の変更その他所要の変更を行うものでありま
す（変更案第11条、第13条、第21条、第23条、第31条、第33条および附則第2条）。
　なお、本変更の効力は、本総会終結後、総務大臣の認可を受けた時をもって生ずることといたします。

10
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第２号議案

現行定款 変更案
（商号）
第１条　本会社は、日本電信電話株式会社法により設立し、

日本電信電話株式会社と称する。
２　前項の商号は、英文ではＮＩＰＰＯＮ　ＴＥＬＥＧＲＡ

ＰＨ　ＡＮＤ　ＴＥＬＥＰＨＯＮＥ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩ
ＯＮとする。

（商号）
第１条　本会社は、日本電信電話株式会社等に関する法律に

より設立し、NTT株式会社と称する。
２　前項の商号は、英文ではNTT, Inc.とする。

（目的）
第２条　本会社は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信

電話株式会社（以下「地域会社」という。）がそれぞれ発
行する株式の総数を保有し、地域会社による適切かつ安定
的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信
の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的
とする。

２　本会社は、次の業務を営むものとする。
 (1) （省略）
 (2) （省略）
 (3) （省略）
 (4)　前３号の業務に附帯する業務
３　本会社は、前項の業務を営むほか、その目的を達成する

ために必要な業務を営むことができる。

（目的）
第２条　本会社は、NTT東日本株式会社及びNTT西日本株

式会社（以下「地域会社」という。）がそれぞれ発行する
株式の総数を保有し、地域会社による適切かつ安定的な電
気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤
となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とす
る。

２　本会社は、次に掲げる業務を営むものとする。
 (1) （現行どおり）
 (2) （現行どおり）
 (3) （現行どおり）
 (4)　前３号に掲げる業務に附帯する業務
３　本会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を

達成するために必要な業務を営むことができる。
（機関）
第５条　本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を

置く。
 (1)　取締役会
 (2)　監査役
 (3)　監査役会
 (4)　会計監査人

（機関）
第５条　本会社は、株主総会及び取締役のほか、次に掲げる

機関を置く。
 (1)　取締役会
 (2)　監査等委員会
 (3)　会計監査人

（株式取扱規則）
第１１条　本会社の株式及び新株予約権に関する手続及び手

数料並びに株主の権利行使に関連する事項は、法令又はこ
の定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則によ
る。

（株式取扱規則）
第１１条　本会社の株式及び新株予約権に関する手続及び手

数料並びに株主の権利行使に関連する事項は、法令又はこ
の定款のほか、取締役会又は取締役会の決議によって委任
を受けた取締役において定める株式取扱規則による。

２．変更の内容
　次のとおり変更いたしたいと存じます。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

11
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第２号議案

現行定款 変更案
（株主名簿管理人）
第１３条 （省略）
２　株主名簿管理人、その設置の場所及びその権限は、取締

役会が定めて公告する。

（株主名簿管理人）
第１３条 （現行どおり）
２　株主名簿管理人、その設置の場所及びその権限は、取締

役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定
めて公告する。

（取締役の員数）
第２０条　本会社に１５名以内の取締役を置く。

（新設）

（取締役の員数）
第２０条　本会社に１７名以内の取締役を置く。
２　前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、５名

以内とする。
（取締役の選任決議）
第２１条 （省略）
２ （省略）

（新設）

（取締役の選任決議）
第２１条 （現行どおり）
２ （現行どおり）
３　補欠の監査等委員である取締役の選任決議の効力は、選

任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の開始の時までとする。

（取締役の任期）
第２２条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。

（新設）

２　補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、
他の在任取締役の任期の満了する時までとする。

（取締役の任期）
第２２条　取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期

は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとする。

２　監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。

３　任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠
として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任
した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとす
る。

（代表取締役及び役付取締役）
第２３条　本会社に、社長１名を置き、取締役会の決議をも

って取締役の中から選定する。

２～４ （省略）
５　社長のほか、取締役会の決議をもって、会社を代表する

取締役若干名を選定することができる。

６ （省略）
７　社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において

定めた順序により、他の取締役がその職務を行う。

（代表取締役及び役付取締役）
第２３条　本会社に、社長１名を置き、取締役会の決議をも

って取締役（監査等委員であるものを除く。）の中から選
定する。

２～４ （現行どおり）
５　社長のほか、取締役会の決議をもって、会社を代表する

取締役（監査等委員であるものを除く。）若干名を選定す
ることができる。

６ （現行どおり）
７　社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において

定めた順序により、他の取締役（監査等委員であるものを
除く。）がその職務を行う。

12
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第２号議案

現行定款 変更案
（取締役会）
第２４条 （省略）
２～３ （省略）
４　取締役会を招集するには、会日より３日前までに、各取

締役及び各監査役にその通知を発するものとする。ただ
し、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することが
できる。

５～７ （省略）

（取締役会）
第２４条 （現行どおり）
２～３ （現行どおり）
４　取締役会を招集するには、会日より３日前までに、各取

締役にその通知を発するものとする。ただし、緊急やむを
得ないときは、この期間を短縮することができる。

５～７ （現行どおり）
（新設） （重要な業務執行の決定の委任）

第２６条　本会社は、会社法第３９９条の１３第６項の規定
により、取締役会の決議によって、重要な業務執行（同条
第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部
を取締役に委任することができる。

（取締役の責任免除）
第２６条 （省略）

（取締役の責任免除）
第２７条 （現行どおり）

第５章　　監査役及び監査役会 第５章　　監査等委員会
（監査役の員数）
第２７条　本会社に６名以内の監査役を置く。

（削除）

（監査役の選任決議）
第２８条　監査役の選任の決議は、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う。

（削除）

（監査役の任期）
第２９条　監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。

２　補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の
満了する時までとする。

（削除）

（常勤監査役）
第３０条　監査役会は、その決議により常勤監査役若干名を

選定する。

（常勤の監査等委員）
第２８条　監査等委員会は、その決議により常勤の監査等委

員若干名を選定する。
（監査役会）
第３１条　監査役会を招集するには、会日より３日前まで

に、各監査役にその通知を発するものとする。ただし、緊
急やむを得ないときは、この期間を短縮することができ
る。

２　監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除
き、監査役の過半数をもって行う。

３　監査役会に関するその他の事項は、法令又はこの定款に
別段の定めがある場合を除き、監査役会において定める監
査役会規則による。

（監査等委員会）
第２９条　監査等委員会を招集するには、会日より３日前ま

でに、各監査等委員にその通知を発するものとする。ただ
し、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することが
できる。

２　監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を
除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。

３　監査等委員会に関するその他の事項は、法令又はこの定
款に別段の定めがある場合を除き、監査等委員会において
定める監査等委員会規則による。
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第２号議案

現行定款 変更案
（監査役の責任免除）
第３２条　本会社は、会社法第４２６条第１項の規定によ

り、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第４２
３条第１項の責任を、法令の限度において、取締役会の決
議によって免除することができる。

２　本会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、監査
役との間に、会社法第４２３条第１項の責任を限定する契
約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責
任の限度額は、法令が規定する額とする。

（削除）

（事業年度）
第３３条 （省略）

（事業年度）
第３０条 （現行どおり）

（新設） （剰余金の配当等の決定機関）
第３１条　本会社は、剰余金の配当等会社法第４５９条第１

項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある
場合を除き、取締役会の決議によって定めることができ
る。

（剰余金の配当等）
第３４条 （省略）

（剰余金の配当等）
第３２条 （現行どおり）

（中間配当）
第３５条　本会社は、取締役会の決議により、振替法第１５

１条第１項に基づき、振替機関より通知された毎年９月３
０日における株主又は当該通知において当該株主の有する
株式の質権者として示された者のうち、前条第１項各号に
掲げる者に対して、会社法第４５４条第５項の規定による
剰余金の配当（以下「中間配当」という。）をすることが
できる。

２ （省略）

（中間配当）
第３３条　本会社は、振替法第１５１条第１項に基づき、振

替機関より通知された毎年９月３０日における株主又は当
該通知において当該株主の有する株式の質権者として示さ
れた者のうち、前条第１項各号に掲げる者に対して、剰余
金の配当（以下「中間配当」という。）をすることができ
る。

２ （現行どおり）
（新設） （附則）

第１条　定款第１条及び第２条第１項の変更は、２０２５年
７月１日から効力を生ずるものとする。なお、本条は、定
款第１条及び第２条第１項の変更の効力発生をもってこれ
を削除し、次条を繰り上げるものとする。

（新設） 第２条　本会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、
第４０回定時株主総会において決議された定款一部変更の
効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役（監査役
であった者を含む。）の会社法第４２３条第１項の責任
を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除す
ることができる。
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第２号議案

ご参考 監査等委員会設置会社への移行

監査等委員会設置会社への移行後のガバナンス体制

監査等

指示・報告

審議機関

指名委員会

取締役
（監査等委員であるものを除く）5名
（社内2名/社外3名）

提言

報酬委員会

サステナビリティ委員会

取締役
（監査等委員であるものを除く）5名
（社内2名/社外3名）

会計監査

連携

株主総会

監査等委員会室

会計監査人

決定・監督機能

報告

評価

補助

連携・
報告

選解任 選解任

執行役員
の選解任・
監督

重要な業務執行
の決定の全部
又は一部を委任

報告 連携・
報告

取締役の選解任、
報酬に関する意見陳述

業務執行機能

社長（執行役員会議）

取締役会16名

内部監査部門

取締役
（監査等委員であるものを除く）11名 監査等委員である

取締役  5名

監査等委員会

取締役の独立性・多様性

取締役会
50%

8名／ 16名

監査等委員会
60%
3名／ 5名

取締役会
44%

7名／ 16名

女性6名

外国籍1名

女性取締役及び外国籍の取締役の割合独立社外取締役の割合

独立性 多様性

15
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第３号議案

第３号議案
　
取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件

候補者
番　号 1

　

さわ

澤
 

 
 

 
だ

田
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
じゅん

純 性別：男性　69歳
（1955年7月30日生）

再任 所有する当社の株式の数
1,163,900株

　

取締役在任年数
11年
取締役会 出席回数(比率)
14回/14回(100％)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1978年 4月 日本電信電話公社入社
2008年 6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

取締役　経営企画部長
2011年 6月 同社　常務取締役　経営企画部長
2012年 6月 同社　代表取締役副社長　経営企画部長
2013年 6月 同社　代表取締役副社長
2014年 6月 当社　代表取締役副社長
2018年 6月 当社　代表取締役社長
2020年 6月 当社　代表取締役社長　社長執行役員
2022年 6月 当社　代表取締役会長
2024年 6月 当社　取締役会長 （現在に至る）
2025年 6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ　取締役

（2025年6月27日就任予定）

取締役候補者とした理由

　澤田純氏は、長年にわたり、国内外で当社グループのグローバル事業・経営企画業務に携わ
り、グローバルビジネス・経営管理に関する幅広い見識・豊富な経験を有しています。
　近年においては、取締役会議長としてガバナンス強化を推進するとともに、財界活動に精力
的に活動することにより、当社のみならず日本経済の自立的な発展や諸外国との経済関係の強
化等を推進してきました。（2024年6月に名誉大英勲章OBEを受章）
　同氏の豊富な経験、高い見識、優れた人格については、当社グループの更なる持続的な成長
に資するものと判断し、引き続き取締役候補者としたものです。

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行
し、会社法第332条第7項第1号の規定により、取締役10名全員は定款変更の効力発生の時をもって任期満了と
なります。

つきましては、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案にお
いて同じ。）11名の選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案は第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、その効力を生じるものといたします。

16



2025/05/08 21:54:24 / 24180130_日本電信電話株式会社_招集通知

第３号議案

候補者
番　号 2

　

しま

島
 

 
 

 
だ

田
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
あきら

明 性別：男性　67歳
（1957年12月18日生）

再任 所有する当社の株式の数
828,100株

　

取締役在任年数
13年
取締役会 出席回数(比率)
14回/14回(100％)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1981年 4月 日本電信電話公社入社
2007年 6月 当社　経営企画部門担当部長
2007年 7月 西日本電信電話株式会社　財務部長
2009年 7月 東日本電信電話株式会社　総務人事部長
2011年 6月 同社　取締役　総務人事部長
2012年 6月 当社　取締役　総務部門長
2015年 6月 当社　常務取締役　総務部門長
2018年 6月 当社　代表取締役副社長
2020年 6月 当社　代表取締役副社長　副社長執行役員
2022年 6月 当社　代表取締役社長　社長執行役員 （現在に至る）

取締役候補者とした理由
　島田明氏は、長年にわたり、国内外で当社グループの事業戦略やグループ全体の人事・財
務・法務の業務に携わるなど、幅広い見識・豊富な経験を有しております。
　近年においては、トップとして中期経営戦略を策定・推進するとともに、新たな人事制度の
改革やグローバルビジネス拡大に向けた海外事業の再編を主導するなど、当社グループ経営を
リードしてきました。
　同氏の豊富な経験、高い見識、優れた人格については、当社グループの更なる持続的な成長
に資するものと判断し、引き続き取締役候補者としたものです。

候補者
番　号 3

　

ひろ

廣
 

 
 

 
い

井
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
たか

孝
 

 
 

 
し

史 性別：男性　62歳
（1963年2月13日生）

再任 所有する当社の株式の数
397,300株

　

過去の取締役在任期間を
含めた通算年数
8年
取締役会 出席回数(比率)
14回/14回(100％)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1986年 4月 当社入社
2005年 5月 当社　中期経営戦略推進室担当部長
2008年 6月 当社　新ビジネス推進室担当部長
2009年 7月 当社　経営企画部門担当部長
2014年 6月 当社　財務部門長
2015年 6月 当社　取締役　財務部門長
2020年 6月 株式会社NTTドコモ　取締役常務執行役員　財務部長
2020年12月 同社　代表取締役副社長
2022年 6月 当社　代表取締役副社長　副社長執行役員 （現在に至る）

取締役候補者とした理由
　廣井孝史氏は、長年にわたり、経営管理・財務を中心とした事業戦略全般および財務の責任
者を担うなど、経営者として幅広い見識・豊富な経験を有しています。
　近年においては、中期経営戦略を策定・推進するとともに、当社グループの成長に向けた投
資の拡大によるキャッシュ創出力の強化や人的資本経営の推進を牽引するなど、当社グループ
経営をリードしてきました。
　同氏の豊富な経験、高い見識、優れた人格については、当社グループの更なる持続的な成長
に資するものと判断し、引き続き取締役候補者としたものです。
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第３号議案

候補者
番　号 4

　

ほし

星
 

 
 

 
の

野
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
り

理
 

 
 

 
あき

彰 性別：男性　59歳
（1966年3月11日生）

新任 所有する当社の株式の数
435,900株

　
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1990年 4月 当社入社
2005年 7月 当社　中期経営戦略推進室担当部長
2007年 7月 東日本電信電話株式会社　ネットワーク事業推進本部

研究開発センタ担当部長
2010年 7月 同社　ネットワーク事業推進本部　設備部担当部長
2014年 7月 同社　東京事業部　東京南支店長
2016年 6月 同社　経営企画部担当部長
2018年 6月 同社　取締役　ネットワーク事業推進本部　設備企画部長
2021年 6月 同社　取締役執行役員　ネットワーク事業推進本部長
2022年 6月 同社　代表取締役副社長　副社長執行役員 （2025年6月16日退任予定）
取締役候補者とした理由
　星野理彰氏は、長年にわたり、ネットワークの高度化をはじめとした設備戦略業務に携わる
とともにグループ会社において代表取締役副社長を務めるなど、経営者として幅広い見識・豊
富な経験を有しています。
　近年においては、通信技術や設備を活かした分散型ネットワーク社会の実現を推進するととも
に、地域との共創による持続可能な循環型社会の実現に向けた取り組みをリードしてきました。
　同氏の豊富な経験、高い見識、優れた人格については、当社グループの更なる持続的な成長
に資するものと判断し、新たに取締役候補者としたものです。

候補者
番　号 5

　

おお

大
 

 
 

 
にし

西
 

 
 

 
さ

佐
 

 
 

 
ち

知
 

 
 

 
こ

子
性別：女性　58歳
（1966年12月17日生）
※戸籍上の氏名は飯島 佐知子

再任 所有する当社の株式の数
96,000株

　

取締役在任年数
1年
取締役会 出席回数(比率)
11回/11回(100％)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1989年 4月 当社入社
2012年 7月 東日本電信電話株式会社　ビジネス開発本部担当部長
2014年 7月 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社

スタジアムWi-Fi推進室長
2016年 7月 当社　新ビジネス推進室担当部長
2020年 6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社　取締役

ビジネスソリューション本部　第三ビジネスソリューション部長
2021年 6月 同社　執行役員　ビジネスソリューション本部

第三ビジネスソリューション部長
2023年 6月 当社　常務執行役員　研究開発マーケティング本部長
2024年 6月 当社　常務取締役　常務執行役員

研究開発マーケティング本部長 （現在に至る）
取締役候補者とした理由
　大西佐知子氏は、長年にわたり、新規事業創出の戦略の策定・推進に携わるなど、新規ビジ
ネス・マーケティング分野における幅広い見識・豊富な経験を有しています。
　近年においては、お客さま体験（CX）の高度化を目的としたグローバルレベルでの共創によ
る研究開発とマーケティングとの融合による新たな価値創造に向けて、さまざまなパートナー
とのアライアンスや新規ビジネスの創出を牽引しています。
　同氏の豊富な経験、高い見識、優れた人格については、当社グループの更なる持続的な成長
に資するものと判断し、引き続き取締役候補者としたものです。 18
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候補者
番　号 6

　

パ ト リ チ オ

Patrizio 
マ ペ ッ リ

Mapelli 性別：男性　70歳
（1955年3月17日生）

新任 外国籍 所有する当社の株式の数
0株

　
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1982年 9月 Olivetti　入社
1995年 7月 Ernst & Young Senior Partner
2000年 7月 A. T. Kearney Vice President
2002年10月 Value Partners S.p.A. Senior Partner
2002年10月 Value Team S.p.A. CEO（現　NTT DATA Italia S.p.A.）
2013年 1月 NTT DATA EMEA LTD. CEO
2018年 4月 NTT DATA Italia S.p.A. Chairman of the Board
2020年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

（現　株式会社NTTデータグループ）　取締役
（2025年6月16日退任予定）

2021年 9月 NTT DATA Europe & Latam, S.L.U. Director of the Board
2022年10月 株式会社NTT DATA, Inc.　取締役 （2025年6月11日退任予定）

取締役候補者とした理由
　Patrizio Mapelli氏は、長年にわたり、Value Team S.p.A.およびNTT DATA EMEA LTD.
のCEOを務めるなど、欧州を中心とした海外市場におけるITコンサルティング、システム開発
等における豊富な経営経験、実績を有しています。
　近年においては、株式会社NTTデータグループおよび株式会社NTT DATA, Inc.の取締役と
して、グローバル事業強化に向けた事業推進および業務執行の監督等の役割を果たしてきまし
た。
　同氏の豊富な経験、高い見識、優れた人格については、当社グループの更なる持続的な成長
に資するものと判断し、新たに取締役候補者としたものです。

(注) 当社とPatrizio Mapelli氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約
に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
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候補者
番　号 7

　

さか

坂
 

 
 

 
むら

村
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
けん

健 性別：男性　73歳
（1951年7月25日生）

再任
社外

独立
所有する当社の株式の数

66,300株
　

社外取締役在任年数
6年
取締役会 出席回数(比率)
14回/14回(100%)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2000年 4月 東京大学大学院　教授（情報学環・学際情報学府）
2002年 1月 YRPユビキタス・ネットワーキング研究所　所長 （現在に至る）
2009年 4月 東京大学大学院　情報学環

ユビキタス情報社会基盤研究センター長
2014年10月 一般社団法人オープン＆ビッグデータ活用・

地方創生推進機構　理事長
（現　一般社団法人デジタル地方創生推進機構） （現在に至る）

2017年 4月 東洋大学　情報連携学部　教授　学部長 （2024年3月31日退任）
2017年 4月 同　学術実業連携機構　機構長 （現在に至る）
2017年 6月 東京大学　名誉教授 （現在に至る）
2019年 6月 当社　取締役 （現在に至る）
2019年 8月 一般社団法人IoTサービス連携協議会　理事長 （現在に至る）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

独立性に係る事項

取引先 内容 比較対象 金額規模

同氏が教授を務めていた
東京大学

取引合計額
当社および主要子会社の年間
営業収益合計額との比較 1％未満
同大学の年間総収入との比較 1％未満

寄付合計額 同大学の年間総収入との比較 1％未満

同氏が機構長を務めてい
る東洋大学

取引合計額
当社および主要子会社の年間
営業収益合計額との比較 1％未満
同大学の年間総収入との比較 1％未満

寄付合計額 ― 年間1,000万円以下

　坂村健氏は、TRONプロジェクトの発足をはじめとして、世界の研究者・技術者による最先
端のプロジェクトをリードするとともに、オープンデータ公開を推進することにより、ビッグ
データ利活用による新たなビジネス創出を推進しています。また、大学とビジネスとの連携を
促進するなど、広範な分野における学術研究の発展やその社会実装に寄与しています。
　2019年6月の当社取締役就任後は、独立した客観的な立場から、主に研究開発、デジタルト
ランスフォーメーション（DX）推進のほか、出資案件の業界・技術動向などに関する助言を行
っており、重要な役割を果たしています。豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れているこ
とから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し、引き
続き取締役候補者としたものです。

　坂村健氏が教授を務めておりました東京大学および機構長を務めております東洋大学と、当
社および主要子会社との間では、下表のとおり取引および寄付の関係がございますが、いずれ
も当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立
性判断基準（※）を満たしております。

※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、83頁をご参照ください。
(注) 1. 坂村健氏は、社外取締役候補者であります。

なお、坂村健氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の社外取締役候補者とした理由に記載
のとおり、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

2. 坂村健氏は、上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断基準
に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。当社は坂村健氏の選任が承認
された場合、引き続き坂村健氏を独立役員とする予定であります。

3. 当社と坂村健氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。坂村健氏の選任が承認された場合、当社は坂村健氏との当該契約を継続する予
定であります。 20
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子 性別：女性　78歳
（1946年7月5日生）

再任
社外

独立
所有する当社の株式の数

44,800株
　

社外取締役在任年数
3年
取締役会 出席回数(比率)
14回/14回(100%)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1971年 7月 日本アイ・ビー・エム株式会社　入社
2004年 4月 同社　取締役専務執行役員
2007年 4月 同社　技術顧問 （2008年3月31日退任）
2007年 4月 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・

イノベイティブ・ネットワーク　理事長 （2022年7月1日退任）
2008年 4月 ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼CEO
2009年 10月 株式会社ベネッセホールディングス　取締役副社長 （2013年6月22日退任）
2013年 4月 ベルリッツコーポレーション　名誉会長 （2013年6月22日退任）
2013年 9月 株式会社グローバリゼーションリサーチ

インスチチュート　代表取締役社長 （現在に至る）
2021年 6月 新東工業株式会社　取締役 （現在に至る）
2022年 6月 当社　取締役 （現在に至る）
2022年 7月 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・

イノベイティブ・ネットワーク　会長理事 （2024年3月31日退任）
2024年 4月 同　ファウンダー　名誉会長 （現在に至る）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

独立性に係る事項

取引先 内容 比較対象 金額規模
同氏が取締役専務執行役員を務
めていた日本アイ・ビー・エム
株式会社

取引合計額
当社および主要子会社の
年間営業収益合計額との比較 1％未満

同社の年間売上高との比較 2％未満
同氏が代表取締役社長を務めてい
る株式会社グローバリゼーション
リサーチインスチチュート

取引合計額
当社および主要子会社の
年間営業収益合計額との比較 1％未満

同社の年間売上高との比較 1％未満

　内永ゆか子氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社において、経営や開発における豊富な経験
を有しているとともに、ベルリッツコーポレーション代表取締役会長兼社長兼CEOとしてグロ
ーバル体制の整備やビジネスモデル変革を推進しました。また、特定非営利活動法人ジャパ
ン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワークを設立し、理事長・会長理事を歴任するな
ど、日本社会へのダイバーシティ＆インクルージョン（D＆I）の浸透や理解促進に向けた活動
に携わってきました。
　2022年6月の当社取締役就任後は、独立した客観的な立場から、主にグローバル戦略や人材
戦略などに関する助言を行っており、重要な役割を果たしています。豊富な経験を有し、人
格、見識ともに優れていることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視
点からの助言を期待し、引き続き取締役候補者としたものです。

　内永ゆか子氏が取締役専務執行役員を務めておりました日本アイ・ビー・エム株式会社およ
び代表取締役社長を務めております株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート
と、当社および主要子会社との間では、下表のとおり取引の関係がございますが、いずれも当
社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判
断基準（※）を満たしております。

※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、83頁をご参照ください。
(注) 1. 内永ゆか子氏は、社外取締役候補者であります。

2. 内永ゆか子氏は、上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断
基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。当社は内永ゆか子氏の選
任が承認された場合、内永ゆか子氏を独立役員とする予定であります。

3. 当社と内永ゆか子氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。内永ゆか子氏の選任が承認された場合、当社は内永ゆか子氏との当該契約
を継続する予定であります。
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郎 性別：男性　72歳
（1953年4月16日生）

再任
社外

独立
所有する当社の株式の数

59,800株
　

社外取締役在任年数
3年
取締役会 出席回数(比率)
14回/14回(100%)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1976年 4月 第一生命保険相互会社　入社
2010年 4月 第一生命保険株式会社　代表取締役社長
2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社　代表取締役社長
2016年10月 第一生命保険株式会社　代表取締役社長

（国内生命保険事業を継承した新会社）
2017年 4月 第一生命ホールディングス株式会社　代表取締役会長
2017年 4月 第一生命保険株式会社　代表取締役会長
2020年 6月 第一生命ホールディングス株式会社　取締役会長 （2023年3月31日退任）
2020年 6月 第一生命保険株式会社　取締役会長 （2023年3月31日退任）
2022年 6月 当社　取締役 （現在に至る）
2023年 4月 第一生命ホールディングス株式会社　取締役 （2023年6月26日退任）
2023年 4月 第一生命保険株式会社　特別顧問 （現在に至る）
2024年 6月 株式会社オリエンタルランド　取締役 （現在に至る）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

独立性に係る事項

取引先 内容 比較対象 金額規模

同氏が取締役会長を務めて
いた第一生命保険株式会社 取引合計額

当社および主要子会社の
年間営業収益合計額との比較 1％未満

同社の年間売上高との比較 1％未満

同氏が取締役を務めていた
第一生命ホールディングス
株式会社

取引合計額
当社および主要子会社の
年間営業収益合計額との比較 1％未満

同社の年間売上高との比較 1％未満

　渡邉光一郎氏は、第一生命ホールディングス株式会社および同グループ会社代表取締役社長として
経営全般を担うとともに、「相互会社から株式会社への組織変更」や「東京証券取引所市場第一部
（当時）への上場」など、第一生命グループの成長に向けた改革を牽引しました。
　2022年6月の当社取締役就任後は、独立した客観的な立場から、主に資本政策、マーケティングの
ほか、リスク管理などに関する助言を行っており、重要な役割を果たしています。豊富な経験を有
し、人格、見識ともに優れていることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視
点からの助言を期待し、引き続き取締役候補者としたものです。

　渡邉光一郎氏が取締役会長を務めておりました第一生命保険株式会社および取締役を務めて
おりました第一生命ホールディングス株式会社と、当社および主要子会社との間では、下表の
とおり取引の関係がございますが、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準お
よび当社が定める独立役員の独立性判断基準（※）を満たしております。

※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、83頁をご参照ください。
(注) 1. 渡邉光一郎氏は、社外取締役候補者であります。

2. 渡邉光一郎氏は、上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断
基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。当社は渡邉光一郎氏の選
任が承認された場合、渡邉光一郎氏を独立役員とする予定であります。

3. 当社と渡邉光一郎氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。渡邉光一郎氏の選任が承認された場合、当社は渡邉光一郎氏との当該契約
を継続する予定であります。
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子
性別：女性　57歳
（1968年5月6日生）
※戸籍上の氏名は辻廣　典子

再任
社外

独立
所有する当社の株式の数

64,100株
　

社外取締役在任年数
3年
取締役会 出席回数(比率)
14回/14回(100%)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1994年 6月 株式会社ダイヤモンド社　入社
2006年 3月 株式会社ダイヤモンド社

週刊ダイヤモンド副編集長 （2013年12月31日退職）
2015年 4月 慶應義塾大学　特任教授 （2025年3月31日退任）
2016年 6月 株式会社NTTドコモ　取締役 （2022年6月21日退任）
2018年 7月 株式会社アインホールディングス　取締役 （現在に至る）
2019年 6月 阪急阪神ホールディングス株式会社　取締役 （現在に至る）
2021年 6月 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社　取締役 （現在に至る）
2022年 6月 当社　取締役 （現在に至る）
2024年 4月 早稲田大学　研究院　教授 （現在に至る）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

独立性に係る事項

取引先 内容 比較対象 金額規模

同氏が所属していた株式会
社ダイヤモンド社 取引合計額

当社および主要子会社の
年間営業収益合計額との比較 1％未満
同社の年間売上高との比較 1％未満

同氏が特任教授を務めてい
た慶應義塾大学

取引合計額
当社および主要子会社の年間
営業収益合計額との比較 1％未満
同大学の年間総収入との比較 1％未満

寄付合計額 ― 年間1,000万円以下

同氏が教授を務めている
早稲田大学

取引合計額
当社および主要子会社の年間
営業収益合計額との比較 1％未満
同大学の年間総収入との比較 1％未満

寄付合計額 ― 年間1,000万円以下

　遠藤典子氏は、経済誌執筆編集活動や、大学における研究プロジェクト等を通じ、経営戦略、公共
政策（エネルギー・経済安全保障分野など）に精通しており、また、企業の社外役員の経歴を通じて
培った知識・経験を有しています。
　2022年6月の当社取締役就任後は、独立した客観的な立場から、主にグループ運営、ガバナンス強
化のほか、公共政策などに関する助言を行っており、重要な役割を果たしています。豊富な経験を有
し、人格、見識ともに優れていることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視
点からの助言を期待し、引き続き取締役候補者としたものです。

　遠藤典子氏が所属しておりました株式会社ダイヤモンド社、特任教授を務めておりました慶應義塾
大学および教授を務めております早稲田大学と、当社および主要子会社との間では、下表のとおり取
引および寄付の関係がございますが、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および
当社が定める独立役員の独立性判断基準（※）を満たしております。

※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、83頁をご参照ください。
(注) 1. 遠藤典子氏は、社外取締役候補者であります。

なお、遠藤典子氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の社外取締役候補者とした理由に記
載のとおり、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

2. 遠藤典子氏は、上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断基
準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。当社は遠藤典子氏の選任が
承認された場合、遠藤典子氏を独立役員とする予定であります。

3. 当社と遠藤典子氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。遠藤典子氏の選任が承認された場合、当社は遠藤典子氏との当該契約を継続
する予定であります。

4. 遠藤典子氏は、過去に当社の子会社である株式会社NTTドコモの業務執行者でない役員（社外取締役）であったことがあります。
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第３号議案

候補者
番　号 11
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子 性別：女性　64歳
（1961年2月10日生）

再任
社外

独立
所有する当社の株式の数

5,200株
　

社外取締役在任年数
1年
取締役会 出席回数(比率)
11回/11回(100%)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1983年 4月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
2013年 6月 同社　業務執行役員SVP　法務部門長
2013年 8月 同社　業務執行役員SVP　法務部門長・コンプライアンス部門長
2019年 4月 同社　執行役員　法務・コンプライアンス・プライバシー部

シニアゼネラルマネジャー
2020年 4月 同社　執行役員　法務部シニアゼネラルマネジャー
2021年 6月 同社　常務　法務部シニアゼネラルマネジャー （2023年3月31日退任）
2023年 6月 東京地下鉄株式会社　取締役 （現在に至る）
2023年 6月 株式会社TBSホールディングス  取締役 （現在に至る）
2024年 6月 当社　取締役 （現在に至る）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

独立性に係る事項

取引先 内容 比較対象 金額規模

同氏が常務を務めていた
ソニーグループ株式会社 取引合計額

当社および主要子会社の
年間営業収益合計額との比較 1％未満

同社の年間売上高との比較 1％未満

　武井奈津子氏は、長年にわたり、ソニーグループ株式会社（旧ソニー株式会社）において、
国内外の買収や提携案件、新規領域の探索等を法務面から支えるとともに、適正なグループ経
営の確保や健全な事業活動の根幹となる企業風土の醸成等に向けた体制の構築など、長年にわ
たり法務・コンプライアンスの責任者として牽引してきました。
　2024年6月の当社取締役就任後は、独立した客観的な立場から、主にガバナンス強化、リス
ク管理のほか、コンプライアンスなどに関する助言を行っており、重要な役割を果たしていま
す。豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、業務執行の監督機能強化への
貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し、引き続き取締役候補者としたものです。

　武井奈津子氏が常務を務めておりましたソニーグループ株式会社と、当社および主要子会社
との間では、下表のとおり取引の関係がございますが、いずれも当社が上場している東京証券
取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断基準（※）を満たしており
ます。

※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、83頁をご参照ください。
(注) 1. 武井奈津子氏は、社外取締役候補者であります。

2. 武井奈津子氏は、上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断
基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。当社は武井奈津子氏の選
任が承認された場合、武井奈津子氏を独立役員とする予定であります。

3. 当社と武井奈津子氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。武井奈津子氏の選任が承認された場合、当社は武井奈津子氏との当該契約
を継続する予定であります。
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第４号議案

第４号議案
　
監査等委員である取締役5名選任の件

候補者
番　号 1　
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柳
 

 
　

 
　

　
 

 
 

 
けい 

圭
 

 
 

 
いち

一
 

 
 

 
ろう

郎
性別：男性　64歳
（1960年8月16日生）
※戸籍上の表記は栁　圭一郎

新任 所有する当社の株式の数
19,900株

　

監査役在任年数
3年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1984年 4月 日本電信電話公社　入社
2009年 4月 NTTデータジェトロニクス株式会社

（現　NTTデータルウィーブ株式会社）　代表取締役社長
2012年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

（現　株式会社NTTデータグループ）　総務部長
2013年 7月 同社　執行役員　第二金融事業本部長
2016年 6月 同社　取締役常務執行役員　総務部長　人事部長兼務
2017年 7月 同社　取締役常務執行役員　人事本部長　総務部長兼務
2018年 6月 同社　代表取締役副社長執行役員　人事本部長兼務
2020年 6月 同社　顧問
2020年 6月 株式会社NTTデータ経営研究所　代表取締役社長
2022年 6月 当社　常勤監査役 （現在に至る）

監査等委員である取締役候補者とした理由

　柳圭一郎氏は、長年にわたり、当社グループ会社において、金融分野のIT事業に加え、人
事・総務等のコーポレート業務に携わるなど、豊富な業務経験とグループ経営に関する深い知
見を有しております。
　2022年6月の当社監査役就任後は、監査業務を通じ、幅広い領域におけるリスク管理やグロ
ーバルガバナンスの強化に向けた提言を行うなど、当社グループの健全な経営発展と社会的信
頼の向上に努めています。
　同氏の豊富な経験、高い見識、優れた人格については、業務執行に対する適切な監督、およ
び中立的な立場からの監査を実施できると判断し、監査等委員である取締役候補者としたもの
です。

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行
し、会社法第336条第4項第2号の規定により、監査役5名全員は定款変更の効力発生の時をもって任期満了とな
ります。

つきましては、監査等委員である取締役5名の選任をお願いしたいと存じます。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
なお、本議案は第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、その効力を生じるものといたします。

(注) 当社と柳圭一郎氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。柳圭一郎氏の選任が承認された場合、当社は柳圭一郎氏と当該契約と同様の内容の
契約を締結する予定であります。
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第４号議案

候補者
番　号 2

　

たか

髙
 

 
 

 
はし

橋
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
か

香
 

 
 

 
なえ

苗 性別：女性　61歳
（1963年7月17日生）

新任 所有する当社の株式の数
220,500株

　

監査役在任年数
5年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1987年 4月 当社入社
2013年 7月 当社　総務部門　内部統制室　次長
2014年 6月 当社　総務部門　内部統制室長
2016年 6月 東日本電信電話株式会社　取締役　神奈川事業部長

神奈川事業部神奈川支店長兼務
2016年 6月 株式会社NTT東日本－南関東　取締役　神奈川事業部長

神奈川事業部神奈川支店長兼務
2019年 6月 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社

常務取締役　経営企画部長　NW設備事業部長兼務
2020年 6月 当社　常勤監査役 （現在に至る）
2020年 6月 NTT株式会社（現　株式会社NTT DATA, Inc.）監査役

（2025年6月11日退任予定）

監査等委員である取締役候補者とした理由

　髙橋香苗氏は、長年にわたり、当社グループ会社において、ネットワーク高度化をはじめと
した設備戦略業務や経営企画等のコーポレート業務に携わるなど、豊富な業務経験とグループ
経営に関する深い知見を有しております。
　2020年6月の当社監査役就任後は、監査業務を通じ、グループガバナンスの強化やネットワ
ークの強靭化に向けた提言を行うなど、当社グループの健全な経営発展と社会的信頼の向上に
努めています。
　同氏の豊富な経験、高い見識、優れた人格については、業務執行に対する適切な監督、およ
び中立的な立場からの監査を実施できると判断し、監査等委員である取締役候補者としたもの
です。

(注) 当社と髙橋香苗氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。髙橋香苗氏の選任が承認された場合、当社は髙橋香苗氏と当該契約と同様の内容の
契約を締結する予定であります。
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第４号議案

候補者
番　号 3

　

こし

腰
 

 
 

 
やま

山
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
けん

謙
 

 
 

 
すけ

介 性別：男性　65歳
（1960年6月17日生）

新任
社外

独立
所有する当社の株式の数

0株
　

監査役在任年数
3年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1984年 4月 会計検査院　入庁
2016年12月 同　事務総長官房総括審議官
2017年 4月 同　第２局長
2018年 4月 同　事務総局次長
2018年12月 同　事務総長 （2021年12月31日退職）
2022年 6月 当社　常勤監査役 （現在に至る）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

独立性に係る事項

取引先 内容 比較対象 金額規模
同氏が事務総長を務めてい
た会計検査院 取引合計額 当社および主要子会社の年間

営業収益合計額との比較 1％未満

　腰山謙介氏は、長年にわたり、会計検査院において、農林水産省、国土交通省、政府系金融
機関等の会計検査などに加え、国際的な外部機関への出向を経験の上、事務総局次長、事務総
長を歴任するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しています。
　2022年6月の当社監査役就任後は、監査業務を通じ、主にコーポレート・ガバナンスやコン
プライアンスの観点において、業務の適正を確保するための体制および不正不祥事の防止に向
けた助言を行うなど、当社グループの健全な経営発展と社会的信頼の向上に努めています。
　豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、業務執行に対する適切な監督、
および中立的な立場からの監査を期待し、監査等委員である社外取締役候補者としたもので
す。

　腰山謙介氏が事務総長を務めておりました会計検査院と、当社および主要子会社との間で
は、下表のとおり取引の関係がございますが、当社が上場している東京証券取引所の定める独
立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断基準（※）を満たしております。

※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、83頁をご参照ください。
(注) 1. 腰山謙介氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

なお、腰山謙介氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の監査等委員である社外取締役候補
者とした理由に記載のとおり、監査等委員である社外取締役候補者としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

2. 腰山謙介氏は、上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断基
準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。当社は腰山謙介氏の選任が
承認された場合、腰山謙介氏を独立役員とする予定であります。

3. 当社と腰山謙介氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。腰山謙介氏の選任が承認された場合、当社は腰山謙介氏と当該契約と同様の
内容の契約を締結する予定であります。
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第４号議案

候補者
番　号 4
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樹 性別：男性　71歳
（1953年9月24日生）

新任
社外

独立
所有する当社の株式の数

0株
　

監査役在任年数
6年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1977年 4月 東京大学　法学部助手
1980年 4月 学習院大学　法学部講師
1982年 4月 同　助教授
1988年 4月 東京大学　法学部助教授
1991年 4月 同大学院　法学政治学研究科助教授
1993年 5月 同　法学政治学研究科教授 （2016年3月31日退任）
2016年 4月 学習院大学大学院　法務研究科教授 （2024年3月31日退任）
2016年 6月 東京大学　名誉教授 （現在に至る）
2017年 6月 三井住友信託銀行株式会社　取締役 （現在に至る）
2019年 6月 当社　監査役 （現在に至る）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

独立性に係る事項

取引先 内容 比較対象 金額規模

同氏が教授を務めていた
東京大学

取引合計額
当社および主要子会社の年間
営業収益合計額との比較 1％未満

同大学の年間総収入との比較 1％未満

寄付合計額 同大学の年間総収入との比較 1％未満

同氏が教授を務めていた
学習院大学 取引合計額

当社および主要子会社の年間
営業収益合計額との比較 1％未満

同大学の年間総収入との比較 1％未満

　神田秀樹氏は、長年にわたり、大学教授として、会社法、金融商品取引法をはじめとした法
学研究や、法と経済の分野において卓越した業績を上げるとともに、日本の法規制のあり方を
主導するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しています。
　2019年6月の当社監査役就任後は、監査業務を通じ、主にコーポレート・ガバナンス等の観
点において、会社法やコーポレートガバナンス・コード等を踏まえた適正な業務遂行に資する
情報の提供や助言を行うなど、当社グループの健全な経営発展と社会的信頼の向上に努めてい
ます。
　豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、業務執行に対する適切な監督、お
よび中立的な立場からの監査を期待し、監査等委員である社外取締役候補者としたものです。

　神田秀樹氏が教授を務めておりました東京大学および学習院大学と、当社および主要子会社
との間では、下表のとおり取引および寄付の関係がございますが、いずれも当社が上場してい
る東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断基準（※）を満
たしております。

※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、83頁をご参照ください。
(注) 1. 神田秀樹氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

なお、神田秀樹氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の監査等委員である社外取締役候補
者とした理由に記載のとおり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

2. 神田秀樹氏は、上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立判断基準
に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所へ届け出ております。当社は神田秀樹氏の選任が承
認された場合、神田秀樹氏を独立役員とする予定であります。

3. 当社と神田秀樹氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。神田秀樹氏の選任が承認された場合、当社は神田秀樹氏と当該契約と同様の
内容の契約を締結する予定であります。 28
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第４号議案

候補者
番　号 5

　

か

鹿
 

 
 

 
しま

島  か  お  る
性別：女性　67歳
（1958年1月20日生）
※戸籍上の氏名は田谷　かおる

新任
社外

独立
所有する当社の株式の数

0株
　

監査役在任年数
6年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1981年11月 昭和監査法人（現　ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
1985年 4月 公認会計士登録 （現在に至る）
1996年 6月 太田昭和監査法人（現　ＥＹ新日本有限責任監査法人）　パートナー
2002年 6月 新日本監査法人（現　ＥＹ新日本有限責任監査法人）　シニアパートナー
2006年 7月 同　人材開発本部人事担当
2010年 9月 新日本有限責任監査法人（現　ＥＹ新日本有限責任監査法人）　常務理事

コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
2012年 7月 同　常務理事　ナレッジ本部長
2013年 7月 ＥＹ総合研究所株式会社　代表取締役
2019年 6月 当社　監査役 （現在に至る）
2020年 3月 キリンホールディングス株式会社　監査役 （現在に至る）
2021年 6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

（現　三井住友トラストグループ株式会社）　取締役 （現在に至る）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

独立性に係る事項

取引先 内容 比較対象 金額規模

同氏が所属していた
ＥＹ新日本有限責任
監査法人

取引合計額
当社および主要子会社の年間
営業収益合計額との比較 1％未満

同法人の年間総収入との比較 1％未満

　鹿島かおる氏は、長年にわたり、ＥＹ新日本有限責任監査法人において、公認会計士として法
定監査、財務デューデリジェンスなどに携わることに加え、企業経営者として経営、人事、コー
ポレートカルチャー、広報、女性活躍推進など、豊富な経験と幅広い知見を有しています。
　2019年6月の当社監査役就任後は、監査業務を通じ、主に会計監査、コーポレート・ガバナ
ンス、コンプライアンス、ダイバーシティ推進などのサステナビリティ推進に向けた助言を行
うなど、当社グループの健全な経営発展と社会的信頼の向上に努めています。
　豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、業務執行に対する適切な監督、お
よび中立的な立場からの監査を期待し、監査等委員である社外取締役候補者としたものです。

　鹿島かおる氏が所属しておりましたＥＹ新日本有限責任監査法人と、当社および主要子会社
との間では、下表のとおり取引の関係がございますが、当社が上場している東京証券取引所の
定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断基準（※）を満たしております。

※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、83頁をご参照ください。
(注) 1. 鹿島かおる氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

2. 鹿島かおる氏は、上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断
基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所へ届け出ております。当社は鹿島かおる氏の選
任が承認された場合、鹿島かおる氏を独立役員とする予定であります。

3. 当社と鹿島かおる氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。鹿島かおる氏の選任が承認された場合、当社は鹿島かおる氏と当該契約と
同様の内容の契約を締結する予定であります。29
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第５号議案

第５号議案
　
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

たけ

武
 

 
 

 
い

井
 

 
 

 
な

奈
 

 
 

 
つ

津
 

 
 

 
こ

子 性別：女性　64歳
（1961年2月10日生）

社外

独立
所有する当社の株式の数

5,200株
　

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　武井奈津子氏は、長年にわたり、ソニーグループ株式会社（旧ソニー株式会社）において、
国内外の買収や提携案件、新規領域の探索等を法務面から支えるとともに、適正なグループ経
営の確保や健全な事業活動の根幹となる企業風土の醸成等に向けた体制の構築など、長年にわ
たり法務・コンプライアンスの責任者として牽引してきました。
　2024年6月の当社取締役就任後は、独立した客観的な立場から、主にガバナンス強化、リス
ク管理のほか、コンプライアンスなどに関する助言を行っており、重要な役割を果たしていま
す。豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、業務執行に対する適切な監
督、および中立的な立場からの監査を期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者とし
たものです。

　当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行い
たします。
　つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等
委員である社外取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。補欠の監査等委員である社外取締役候補者は
次のとおりであります。
　補欠の監査等委員である社外取締役候補者は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および
当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たすとともに、東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
当社が定める独立役員の独立性判断基準は83頁をご参照ください。
　また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。
　なお、本議案は第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、その効力を生じるものといたします。

(注) 1. 武井奈津子氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏の略歴その他株主総会参考書類記載事項については、24頁もご参照ください。
2. 武井奈津子氏は、本総会の決議事項第２号議案および第３号議案が原案通り承認可決された場合、監査等委員でない取締役に就任予定ですが、監査等委員であ
る取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合、監査等委員でない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

3. 当社と武井奈津子氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。監査等委員である社外取締役に就任した場合は、当社は武井奈津子氏と当
該契約を継続する予定であります。

30



取締役（候補者を含む）が有するスキル
　NTTグループ中期経営戦略の実現に向け、特に必要である分野を、①経営管理、②マーケティング・グローバルビジネス、
③IT・DX・研究開発、④法務・リスクマネジメント・公共政策、⑤HR、⑥財務・ファイナンスの分野と定義し、各分野にお
ける経験・スキルを有する人材を取締役に選任しております。サステナビリティについては、中期経営戦略の「New value 
creation & Sustainability 2027 powered by IOWN」で掲げている通り、戦略の核と位置付けています。そのため、サス
テナビリティは取締役全員が備え、発揮すべき重要なスキルとしています。
（注）1. 当社は取締役・監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、被保険者が会社役

員などの地位に基づいて行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用などを補償することとしています。ただ
し、被保険者自身が贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行ったことに起因して被保険者が被る損害等については補償対象外とすることにより、役員などの職務の執行の適
正性が損なわれないように措置を講じています。
各候補者が取締役に選任され就任した場合は、引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても上記内容での更新を予定しております。

2. CEO:Chief Executive Officer, CFO: Chief Financial Officer, CDAIO:Chief Digital and AI Officer, CISO: Chief Information Security Officer, CCXO:Chief 
Customer Experience Officer, Co-CAIO: Co-Chief Artificial Intelligence Officer

候補者番号 氏名 年齢 性別 現在の地位・担当
分野

経営管理 マーケティング・
グローバルビジネス IT・DX・研究開発 法務・リスクマネジメント・

公共政策 HR 財務・ファイナンス

取
締
役
（
監
査
等
委
員
で
あ
る
も
の
を
除
く
）

第
３
号
議
案

１ 澤
さわ

　田
だ

　　　純
じゅん

69歳 男性 取締役会長 再任 ● ● ● ● ●

２ 島
しま

　田
だ

　　　明
あきら

67歳 男性 代表取締役社長・社長執行役員
CEO 再任 ● ● ● ● ●

３ 廣
ひろ

　井
い

　孝
たか

　史
し

62歳 男性
代表取締役副社長・副社長執行役員　
事業戦略担当
CFO

再任 ● ● ● ● ●

４ 星
ほし

　野
の

　理
り

　彰
あき

59歳 男性
東日本電信電話株式会社
代表取締役副社長・副社長執行役員
CDAIO、CISO、CCXO

新任 ● ● ● ● ●

５ 大
おお

　西
にし

　佐
さ

知
ち

子
こ

58歳 女性
常務取締役・常務執行役員
研究開発マーケティング本部長
CCXO、Co-CAIO

再任 ● ● ●

６ P
パ ト リ チ オ

atrizio M
マ ペ ッ リ

apelli 70歳 男性 株式会社NTTデータグループ 取締役
株式会社NTT DATA, Inc. 取締役 新任 外国籍   ● ● ●

７ 坂
さか

　村
むら

　　　健
けん

73歳 男性 取締役 再任 社外   独立 ● ● ●

８ 内
うち

　永
なが

　ゆか子
こ

78歳 女性 取締役 再任 社外   独立 ● ● ●

９ 渡
わた

　邉
なべ

　光
こう

一
いち

郎
ろう

72歳 男性 取締役 再任 社外   独立 ● ● ●

10 遠
えん

　藤
どう

　典
のり

　子
こ

57歳 女性 取締役 再任 社外   独立 ● ● ●

11 武
たけ

　井
い

　奈
な

津
つ

子
こ

64歳 女性 取締役 再任 社外   独立 ● ● ●

監
査
等
委
員
で
あ
る

取
締
役

第
４
号
議
案

１ 柳
やなぎ

　　　圭
けい

一
いち

郎
ろう

64歳 男性 常勤監査役 新任 ● ● ● ●

２ 髙
たか

　橋
はし

　香
か

　苗
なえ

61歳 女性 常勤監査役 新任 ● ● ● ●

３ 腰
こし

　山
やま

　謙
けん

　介
すけ

65歳 男性 常勤監査役 新任 社外   独立 ● ● ●

４ 神
かん

　田
だ

　秀
ひで

　樹
き

71歳 男性 監査役 新任 社外   独立 ● ● ●

５ 鹿
か

　島
しま

　かおる 67歳 女性 監査役 新任 社外   独立 ● ● ●
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取締役・監査役（候補者を含む）が有するスキル
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候補者番号 氏名 年齢 性別 現在の地位・担当
分野

経営管理 マーケティング・
グローバルビジネス IT・DX・研究開発 法務・リスクマネジメント・

公共政策 HR 財務・ファイナンス

取
締
役
（
監
査
等
委
員
で
あ
る
も
の
を
除
く
）

第
３
号
議
案

１ 澤
さわ

　田
だ

　　　純
じゅん

69歳 男性 取締役会長 再任 ● ● ● ● ●

２ 島
しま

　田
だ

　　　明
あきら

67歳 男性 代表取締役社長・社長執行役員
CEO 再任 ● ● ● ● ●

３ 廣
ひろ

　井
い

　孝
たか

　史
し

62歳 男性
代表取締役副社長・副社長執行役員　
事業戦略担当
CFO

再任 ● ● ● ● ●

４ 星
ほし

　野
の

　理
り

　彰
あき

59歳 男性
東日本電信電話株式会社
代表取締役副社長・副社長執行役員
CDAIO、CISO、CCXO

新任 ● ● ● ● ●

５ 大
おお

　西
にし

　佐
さ

知
ち

子
こ

58歳 女性
常務取締役・常務執行役員
研究開発マーケティング本部長
CCXO、Co-CAIO

再任 ● ● ●

６ P
パ ト リ チ オ

atrizio M
マ ペ ッ リ

apelli 70歳 男性 株式会社NTTデータグループ 取締役
株式会社NTT DATA, Inc. 取締役 新任 外国籍   ● ● ●

７ 坂
さか

　村
むら

　　　健
けん

73歳 男性 取締役 再任 社外   独立 ● ● ●

８ 内
うち

　永
なが

　ゆか子
こ

78歳 女性 取締役 再任 社外   独立 ● ● ●

９ 渡
わた

　邉
なべ

　光
こう

一
いち

郎
ろう

72歳 男性 取締役 再任 社外   独立 ● ● ●

10 遠
えん

　藤
どう

　典
のり

　子
こ

57歳 女性 取締役 再任 社外   独立 ● ● ●

11 武
たけ

　井
い

　奈
な

津
つ

子
こ

64歳 女性 取締役 再任 社外   独立 ● ● ●

監
査
等
委
員
で
あ
る

取
締
役

第
４
号
議
案

１ 柳
やなぎ

　　　圭
けい

一
いち

郎
ろう

64歳 男性 常勤監査役 新任 ● ● ● ●

２ 髙
たか

　橋
はし

　香
か

　苗
なえ

61歳 女性 常勤監査役 新任 ● ● ● ●

３ 腰
こし

　山
やま

　謙
けん

　介
すけ

65歳 男性 常勤監査役 新任 社外   独立 ● ● ●

４ 神
かん

　田
だ

　秀
ひで

　樹
き

71歳 男性 監査役 新任 社外   独立 ● ● ●

５ 鹿
か

　島
しま

　かおる 67歳 女性 監査役 新任 社外   独立 ● ● ●

3. 各取締役に特に期待する分野を、最大５つまで記載しております。下記一覧表は、各取締役の有するすべての知見・経験を表すものではありません。
分野ごとの定義
経営管理	 ：�持続可能な社会の実現に向けた社会課題解決をめざし、中長期的な視点で機会とリスクを的確に把握し、企業価値向上のために適切な意思決定

と監督機能を発揮するスキル。
マーケティング・グローバルビジネス	 ：�マーケティングや事業戦略に関する知見を有し、お客さま体験の高度化を通じて、持続的な事業成長を推進するスキル。海外での事業マネジメント

や事業環境に関する知見を有し、グローバル市場に事業拡大できるスキル。
IT・DX・研究開発	 ：�AIを主軸としたデジタルトランスフォーメーション（DX）推進により、ビジネスモデルや業務プロセスを革新し、競争力を強化することで企業価値の

向上を推進するスキル。IOWNを中心とした新たな価値創造やこれまでにない技術・製品・サービスの創出に向け、基礎研究や応用開発を通じてイ
ノベーションを推進するスキル。

法務・リスクマネジメント・公共政策	：�事業に関する法令遵守を徹底し、リスクマネジメントを適正に実行・監督するスキル。国内外の法規制や政策を踏まえ、的確に事業推進するスキル。
HR	 ：�経営戦略と連動した人材戦略を策定・実行し、企業の持続的成長を促進するスキル。お客さま体験の高度化に向けた従業員体験の高度化を推進す

るスキル。
財務・ファイナンス	 ：�資金調達、資本管理、キャッシュフロー最適化、適切な投資戦略に関する知見を有し、企業の持続的成長を支えるスキル。財務報告、原価管理、税務

戦略等に関する知識・経験を備え、財務健全性を確保するスキル。
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取締役・監査役（候補者を含む）が有するスキル
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第６号議案

第６号議案
　
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額および内容
決定の件

　当社の取締役の報酬等の額は、2021年6月24日開催の第36回定時株主総会において、取締役の金銭報酬の額
を、年額6億円以内（うち社外取締役分は年額2億円以内。）に、また、役員持株会を通じた当社の普通株式（以
下「当社株式」という。）の取得（以下「本役員持株会制度」という。）のための資金として当社が取締役（社外
取締役を除く。）に支給する額を、取締役の金銭報酬の額とは別枠で、年額5千万円以内とご承認いただき今日に
至っております。
今般、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行する

ため、現在の取締役の報酬等の額の定めを廃止したうえで、新たに、①取締役（監査等委員である取締役を除
く。以下本議案において同じ。）の金銭報酬の額を、年額8億3千万円以内（うち社外取締役分は年額2億円以
内。）に、また、②本役員持株会制度のための資金として当社が取締役（社外取締役を除く。）に支給する額を、
上記①の取締役の金銭報酬の額とは別枠で、年額7千万円以内にさせていただきたいと存じます。
なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まないものとい

たします。
上記②により当社の取締役（社外取締役を除く。）が取得する当社株式の上限は1事業年度あたり825,000株

（ただし、当社株式について株式分割・株式併合などを行った場合には、当社株式の分割比率・併合比率などに
応じて上限数を調整する。）とします。当社の取締役（社外取締役を除く。）は、役員持株会に加入し、同持株
会規約に定める月例拠出により当社株式を取得するものとし、本役員持株会制度により取得した当社株式の全て
をその在任期間中は保有するものとします。
　当社は2025年5月9日開催の取締役会において、第2号議案、本議案および第8号議案「取締役（社外取締役
および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件」をご承認いた
だくことを前提に新たな取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は株主総会参考
書類40～41頁に記載のとおりでありますが、本議案は当該方針において定められた個人別の報酬等を付与する
ための報酬枠として必要かつ合理的な内容となっていることから、本議案の内容は相当であると判断しておりま
す。なお、当社は、報酬決定プロセスにおける客観性・透明性を担保するため、取締役会の事前審議機関とし
て、独立社外取締役が過半数を占める報酬委員会を任意に設置しており、本議案については、報酬委員会の審議
を経ております。
　第2号議案および第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件」が原案どおり承認可
決されますと、本議案の対象となる取締役の員数は11名（うち社外取締役は5名。）となります。
　なお、本議案は第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、その効力を生じるものといたします。
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第７号議案

第７号議案
　
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行い
たします。
　つきましては、新たに、当社の監査等委員である取締役の金銭報酬の額を年額2億円以内とさせていただきた
いと存じます。
　なお、監査等委員である取締役の金銭報酬の額については報酬委員会の審議を経ております。
　第2号議案および第4号議案「監査等委員である取締役5名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本議
案の対象となる監査等委員である取締役の員数は、5名となります。
　なお、本議案は第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、その効力を生じるものといたします。
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第８号議案

第８号議案
　
取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対す
る業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

１．提案の理由および当該報酬等を相当とする理由
　当社は、2021年6月24日開催の第36回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く。）を対象
とする業績連動型株式報酬制度（以下「本株式報酬制度」という。）の導入および業績連動型株式報酬等の額
を、1億円に対象期間（当社が掲げる中期経営戦略の対象となる事業年度。）の年数を乗じた金額以内とする旨
をご承認いただき、現在に至っております。

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合には、監査等委員会設置会社へ移
行することに伴い、改めて本株式報酬制度の額および内容につきご承認をお願いするものであります。なお、本
議案は、第6号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額および内容決定の件」においてご
承認をお願いしている報酬枠とは別枠で設定するものです。

監査等委員会設置会社へ移行するため、現在の取締役の報酬等の額の定めを廃止したうえで、新たに、本株式
報酬制度の対象者を取締役（社外取締役、監査等委員である取締役および国内非居住者を除く。以下本議案にお
いて同じ。）とし、また、当社の中期経営戦略の実現に向けて、取締役の報酬と当社の企業価値との連動性をよ
り明確にし、中期経営戦略における財務目標達成に向けた意欲をさらに高めることおよび取締役の自社株保有の
促進により株主の皆さまとの利益共有をより一層進めることを目的として、取締役の株式報酬比率を高めるた
め、本株式報酬制度の内容を一部改定いたします。
　当社は2025年5月9日開催の取締役会において、第2号議案、第6号議案および本議案をご承認いただくこと
を前提に新たな取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は株主総会参考書類40
～41頁に記載のとおりですが、本議案は当該方針に沿う内容の取締役の個人別の報酬等を付与するために必要
かつ合理的な内容となっていることから、本議案の内容は相当であると考えております。

なお、本議案については、報酬委員会の審議を経ております。
　本株式報酬制度の対象となる取締役の員数は、第2号議案および第3号議案「取締役（監査等委員である取締
役を除く）11名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、5名となります。

なお、本議案は第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、その効力を生じるものといたします。

２．本株式報酬制度における報酬等の額および内容
（１）本株式報酬制度の概要
　本株式報酬制度は、当社が拠出する取締役の報酬額を原資として、当社の設定した信託（以下「本信託」とい
う。）が当社の普通株式（以下「当社株式」という。）を取得し、当該信託を通じて取締役に当社株式および当
社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）の交付および給付（以下「交付等」とい
う。）を行う株式報酬制度です。詳細は下記（２）以降のとおりです。
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第８号議案

① 本議案の対象となる当社株式等

の交付等の対象者

・当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役およ
び国内非居住者を除く。）

② 本議案の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響
取締役に対する交付等の対象とする
当社株式の取得のために当社が拠出
する金員の上限（下記(２)のとお
り。）

・1億5千万円に対象期間（当社が掲げる中期経営戦略の対象
となる事業年度。）の年数を乗じた金額

取締役に交付等が行われる当社株式
等 の 数 の 上 限 （ 下 記(３)の と お
り。）

・1,750,000ポイントに対象期間の年数を乗じたポイント数
に相当する株式数（1ポイントあたり当社株式1株として
1,750,000株相当。）

・ただし、当社株式について信託期間中に株式分割・株式併
合などを行った場合には、当社株式の分割比率・併合比率
などに応じて、1ポイントあたりの当社株式等の数を調整す
る

当社株式の取得方法等（下記（２）
のとおり。）

・本信託は当社株式を株式市場から取得する予定のため、希
薄化は生じない

・上記の1事業年度あたりのポイント数に相当する株式数
（1,750,000株）の当社発行済株式総数（2025年3月31日
時点。自己株式控除後。）に対する割合は約0.002%

③ 業 績 達 成 条 件 の 内 容 （ 下 記

（３）のとおり。）

・当社の中期経営戦略に掲げる財務目標などで評価するもの
とし、当該中期経営戦略の対象となる事業年度の最終年度
における財務目標達成度など（現行対象期間については、
EBITDAの財務目標達成度など。）に応じて、0～150%の
範囲で変動

④ 取締役に対する当社株式等の交

付等の条件および時期（下記

(４)のとおり。）

・取締役が当社の取締役および執行役員その他当社の取締役
会が定める地位を全て喪失した場合、国内非居住者となっ
た場合、在任中に死亡した場合その他当社の取締役会が定
める株式交付等の条件を充足した場合には、当該充足後に
おいて、取締役に対して当社株式等の交付等を行う

・ただし、取締役が当社の意思に反して自己都合により退任
した場合（ただし、傷病などのやむを得ない事情による場
合は除く。）、または取締役の解任事由に相当する行為を
原因として解任された場合には、株式交付等の条件は充足
しない
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第８号議案

（２）当社が拠出する金員の上限
　本株式報酬制度の対象となる期間は、原則として、当社が掲げる中期経営戦略の対象となる事業年度（以下
「対象期間」という。）とします。なお、現在、2025年3月31日で終了する事業年度から2028年3月31日で
終了する事業年度までの4事業年度（以下「現行対象期間」という。）に対応して設定した信託が存在するた
め、本議案による本株式報酬制度の改定後の対象期間は、かかる現行対象期間の残存期間である3事業年度
（2026年3月31日で終了する事業年度から2028年3月31日で終了する事業年度まで。）となり、その合計額
は4億5千万円を上限とします。
　当社は、取締役に対する交付等の対象とする当社株式の取得のために、対象期間において1億5千万円に当該
対象期間の年数を乗じた金額の範囲内で信託金を拠出し、受益者要件を充足する取締役を受益者として対象期間
に相当する期間の信託を設定します。本信託は信託管理人の指図に従い、当該信託金を原資として、当社株式を
株式市場から一括して取得します。当社は、対象期間中、取締役に対するポイント（下記（３)のとおり。）の
付与を行い、あらかじめ定められた一定の時期に付与されたポイント数に相当する当社株式等の交付等を本信託
から行います。
　なお、本信託の信託期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約の変更および追加信託を行
うことにより、本信託を継続することがあります。その場合、その時点の中期経営戦略に対応する年数が新たな
対象期間となり、本信託の信託期間も当該新たな対象期間と同一期間延長します。当社は、延長された信託期間
ごとに、1億5千万円に当該新たな対象期間の年数を乗じた額の範囲内で追加拠出を行う予定です。ただし、か
かる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式（取締役に付
与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く。）および金銭（以下「残存株式等」と
いう。）があるときは、取締役を対象とする報酬に相当する残存株式等の金額と当社が追加拠出する信託金の合
計額は、1億5千万円に当該新たな対象期間の年数を乗じた額の範囲内とします。この信託期間の延長は、一度
だけに限らず、その後も同様に信託期間を再延長することがあります。

（３）取締役に対して交付等が行われる当社株式等の数の算定方法および上限
　信託期間中の毎年一定の時期に、取締役に対して、役位に応じて、以下の算定式により計算されるポイント
（以下「基準ポイント」という。）が付与され、対象期間の最終事業年度末日直後の一定の時期（現行対象期間
については2028年6月頃を予定。）に、信託期間中に累積した基準ポイント数（以下「累積ポイント数」とい
う。）に業績連動係数を乗じて計算されるポイント数（以下「株式交付ポイント数」という。）に基づき、交付
等を行う当社株式数が決定されます。
　業績連動係数は、当社の中期経営戦略に掲げる財務目標などで評価するものとし、現行対象期間については、
対象期間の最終事業年度（2028年3月期）のEBITDA等の財務目標達成度に基づき、0～150%の範囲で決定し
ます。
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第８号議案

（基準ポイントの算定式）
役位別に定める基準株式報酬額 ÷ 対象期間開始月の前月の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値
（小数点以下の端数は切り捨て）
　本信託を通じて取締役に交付等が行われる当社株式等の数は、1ポイントあたり当社株式1株とし、1ポイント
未満の端数は切り捨てます。ただし、当社株式について信託期間中に株式分割・株式併合などを行った場合に
は、当社株式の分割比率・併合比率などに応じて、1ポイントあたりの当社株式数を調整します。

　なお、信託期間中に取締役が退任または死亡した場合には、当該時点までに累積したポイント数を株式交付ポ
イント数として、交付等を行う株式数を決定します。
　本信託の信託期間中に取締役に対して付与されるポイント数の上限は、1,750,000ポイントに対象期間の年数
を乗じたポイント数とし、また、信託期間中に本信託が取締役に交付等を行うために取得して取締役に交付等を
行う当社株式の数の上限は、当該上限ポイント数に相当する株式数とします（以下「上限交付株式数」とい
う。）。そのため、現行対象期間の残存期間である3事業年度に対応する上限交付株式数は、5,250,000株（1
ポイントにつき当社株式1株の場合。）となります。なお、上限ポイント数および上限交付株式数は、上記
（２）の当社が拠出する金員の上限を踏まえて、直近の株価等を参考に設定しています。また、上記（２）によ
り本信託の継続が行われた場合、延長された信託期間に取締役に対して付与されるポイント数の上限は、
1,750,000ポイントに新たな対象期間の年数を乗じたポイント数とし、また、信託期間中に本信託が取締役に交
付等を行うために取得して取締役に交付等を行う当社株式の数の上限は、当該上限ポイント数に相当する株式数
とします。

（４）取締役に対する株式交付等の条件、時期および方法
　取締役が当社の取締役および執行役員その他当社の取締役会が定める地位を全て喪失した場合、国内非居住者
となった場合、在任中に死亡した場合その他当社の取締役会が定める株式交付等の条件を充足した場合には、当
該充足後において、取締役に対して当社株式等の交付等を行います。ただし、取締役が当社の意思に反して自己
都合により退任した場合（ただし、傷病などのやむを得ない事情による場合は除く。）または取締役の解任事由
に相当する行為を原因として解任された場合には、株式交付等の条件は充足しないものとします。
　受益者要件を充足した取締役は、株式交付ポイント数の一定割合に相当する数の当社株式（単元未満株式につ
いては切り捨て。）の交付を本信託から受け、残りの株式交付ポイント数に相当する数の当社株式については、
本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。
　なお、信託期間中に取締役が死亡した場合には、当該時点で計算した株式交付ポイント数の全部に相当する当
社株式について、本信託内で換価した上で、当該取締役の相続人が、その換価処分金相当額の金銭の給付を受け
るものとします。
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（５）クローバック制度等
　取締役に重大な不正・違反行為等が発生した場合又は取締役が当社の許可なく同業他社に就職した場合、当該
取締役に対し、本株式報酬制度における当社株式等の交付等を受ける権利の喪失又は没収（マルス）、交付した
当社株式等相当の金銭の返還請求（クローバック）ができるものとします。

（６）本信託内の当社株式に関する議決権
　本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使されないも
のとします。

（７）本信託内の当社株式の配当金
　本信託内の当社株式に係る配当金は、本信託が受領し、本信託の信託報酬・信託費用に充てられます。信託報 
酬・信託費用に充てられた後、最終的に本信託が終了する段階で配当金の残余が生じた場合には、信託金から株
式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属し、信託費用準備金を超過する部分については、当
社および取締役と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。

（８）その他の本株式報酬制度の内容
　本株式報酬制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更および本信託への追加拠出
の都度、取締役会において定めます。

ご参考
　当社は、当社の執行役員ならびに当社が定める主要子会社の取締役および執行役員についても本株式報酬制度
の対象として同一の信託を使用しております。なお、当社の執行役員ならびに当社が定める主要子会社の取締役
および執行役員に係る報酬額および株式数は本議案の対象としておりません。
　本株式報酬制度の詳細につきましては、2021年5月12日付適時開示「当社および当社主要子会社の取締役等
に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」および2024年8月7日付適時開示「当社および当社
子会社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続および追加拠出に関するお知らせ」をご参照くださ
い。
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ご参考 取締役の個人別の報酬等の内容に関する方針

１．役員報酬制度の基本方針
　当社は、中期経営戦略『New value creation & Sustainability 2027 powered by IOWN』において、「新た
な価値の創造とグローバルサステナブル社会を支えるNTTへ」「お客さま体験（CX）の高度化」「従業員体験
（EX）の高度化」を柱に掲げ、地球のサステナビリティを支えることを事業の核とし、そのための新たな価値創造
とNTTグループのサステナブルな事業成長・発展を両立させ、企業価値の向上をめざしています。
　役員報酬制度は、このような当社グループのビジョンの実現のために、中長期的な企業価値の向上と持続的な成長
に向けて、役員の職務執行が強く動機付けられ、モチベーションを高めるための重要な仕組みの一つと位置付けてい
ます。

２．報酬水準
　役員報酬の水準は、経済・社会の情勢、当社グループの経営環境、外部のデータベース等による同規模主要企業の
水準の調査、当社および当社グループ会社の役員としての職責等を踏まえ、市場競争力を維持できる適切な水準を検
討の上、決定することとしています。

３．報酬構成および業績連動報酬の内容
　取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）および執行役員の報酬は、月額報酬、賞与（短期イ
ンセンティブ）、ならびに役員持株会を通じた自社株式取得および業績連動型株式報酬（中長期インセンティブ）か
ら構成することとしており、職責に応じて月額報酬、短期インセンティブおよび中長期インセンティブの比率を定め
ております。具体的には､標準的な業績の場合、代表取締役社長及び代表取締役副社長の報酬構成は、おおよそ月額
報酬：短期インセンティブ：中長期インセンティブ＝40：35：25、その他の取締役等については50：30：20とし
ております。
　なお、日本人以外の外国人役員を招聘する場合等においては、職務内容や市場水準等を勘案し、個別に報酬水準お
よび報酬構成を設定する場合があります。
　各報酬制度の内容は以下のとおりです。

■月額報酬
・ 月例の固定報酬とし、役位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づき、金銭報酬として支給する。

■賞与（短期インセンティブ）
・ 業績連動型の金銭報酬として、当事業年度の業績を勘案し毎年６月に支給する。なお、賞与の財務目標につい

ては、中期経営戦略等で掲げた目標を指標に設定し、評価する。

■株式取得資金（中長期インセンティブ）
・ 役員の自社株保有の促進を通じて、株主の皆さまとの利益共有を一層進める観点から、役員持株会に一定額以

上を拠出し、自社株式を購入する資金として支給する。なお、当該資金により購入した自社株式は、役員の在
任期間中、その全てを継続保有する。
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■業績連動型株式報酬（中長期インセンティブ）
・ 役員報酬と当社の企業価値との連動性をより明確にし、財務目標達成に向けた意欲を高めるとともに、役員の

自社株保有の促進により株主の皆さまとの利益共有を一層進める観点から、当社の中期経営戦略の対象となる
事業年度を対象期間として、財務目標の達成度等に応じて連動する株式報酬を支給する。

・ 当社が設定した信託を用いて、役位に応じて定めるポイントを毎年付与・累積し、中期経営戦略の終了時点に
おいて、財務目標の達成度に応じた業績連動係数を累積されたポイント数に乗じることで、付与する株式数を
算定する。なお、株式報酬における財務目標はEBITDA等を用いるものとし、株式の付与は役員の退任時に行
う。

・ 株式報酬制度の対象となる役員が、会社と当該役員の委任契約等に関する重大な違反行為を行った場合又は会
社の許可なく同業他社に就職した場合、当該役員に対して、本制度における当社株式の交付等を受ける権利の
喪失又は没収および既に交付した当社株式相当の金銭の返還請求の措置を講じることができる。

　なお、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、高い独立性を確保する観点から、業績との連
動は行わず、月例の固定報酬のみを支給することとしています。また、監査等委員である取締役については、監査等
委員である取締役の協議にて決定しており、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と同様の観点から、月
例の固定報酬のみを支給することとしています。

４．報酬決定プロセス
　当社の取締役の報酬については、客観性・透明性を確保するために、独立社外取締役が過半数を占める報酬委員会
を設置し、取締役会からの委任に基づき、同委員会にて個人別の報酬を含めて決定することとします。なお、取締役
会は報酬の割合、算定方法及び個人別の報酬額の決定について同委員会に委任することとします。
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第9号議案
　
定款一部変更の件（管理監督者以外の一般従業員の実質賃下げ禁止
について）

取締役会の

意見

取締役会としては、本議案に反対いたします。
ご提案の内容は、取締役会が、その時々の事業環境等の変化に合わせて機動的、柔軟かつ合理的に意

思決定を行い対応すべき事項に関わるものであり、会社の基本的事項を定める定款に規定することは
適当ではないと考えております。

なお、当社においては、中期経営戦略において「従業員体験（EX）の高度化」を取り組みの柱の1つ
として掲げており、当社グループ会社においては、自社を取り巻く事業環境等をふまえつつ、従業員
一人ひとりの自律的なキャリア形成を支援する環境整備を進めるとともに、社員のやりがい・働きが
いを高め、エンゲージメント向上に資する取り組みを推進しております。

賃金制度改定およびその運用については、グループ各社において適切に対処しているものと考えてお
り、ご提案に記載の内容を定款に定める必要はないと考えております。

＜株主提案（第９号議案および第10号議案）＞
第９号議案および第10号議案は、1名の株主からの提案によるものであります。なお、「議案の要領」および「提案の
理由」は、原文のまま記載しております。

議案の要領：
「NTTグループ全社において、管理監督者以外の一般従業員の実質賃下げを禁止する。」という条項を定款に規定する。

提案の理由：
NTTグループは、株式会社ジャステック（以下、被買収会社）を買収後、労働条件を変更しました。
その際、親会社からの出向・転籍者を受け入れる管理職の賃上げを図る一方、管理職以外の従業員（以下、一般従業員）を

低い賃上げに抑えました。物価上昇率未満の月額千円と実質賃下げの人もいます。また、定昇上限回数も引き下げ、将来的な
賃金を抑制しました。

物価上昇で生活が苦しい中、一般従業員は、24年12月に大幅賃上げするとの経営陣の言葉を信じ耐えましたが報われません
でした。

実質賃下げ及び定昇回数引下げは、被買収会社の従業員を蔑ろにしすぎではないでしょうか。
日本を代表するNTTグループであれば、物価上昇率以上の賃上げは継続的に実施可能です。
被買収会社の従業員を蔑ろにする施策は、今後、NTTグループのM&A反対に繋がると確信します。NTTグループが永続的に

発展するために当議案を提案致します。
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第10号議案
　
定款一部変更の件（株主総会の資料などにおいて、会社提案と株主
提案を同等に扱う件について）

取締役会の

意見

取締役会としては、本議案に反対いたします。
ご提案の内容は、取締役会が、株主共同の利益の観点から、柔軟かつ合理的に意思決定を行い対応す

べき事項であり、会社の基本的事項を定める定款に規定することは適当ではないと考えております。
なお、当社は、会社法の改正に伴い、第38回定時株主総会より、株主総会資料の電子提供制度を導

入しております。これに伴い、株主提案の内容を含む株主総会資料一式については当社ウェブサイト
等に掲載し、そのURL等を記載した通知書面を株主の皆さまに交付することによりご覧いただくことと
なりました。ただし、当社としては、本制度上、書面送付が求められている株主総会の開催ご案内等
に加え、株主総会参考書類の一部を当社の任意で追加したダイジェスト版を株主の皆さまのお手許に
郵送させていただいております。本株主提案は当該ダイジェスト版における株主提案の記載の扱いに
ついてご指摘されるものですが、当社の対応に法的な問題はなく、限られたダイジェスト版の中で株
主の皆さまに適切な情報提供を行っていると考えております。

今後も、当社ウェブサイトを通じた情報開示の充実に努めてまいります。

議案の要領：
「株主総会の資料などにおいて、会社提案と株主提案を同等に扱う。」という条項を定款に規定する。

提案の理由：
2024年6月に開催された株主総会において、会社提案は、株主に紙で郵送する「招集ご通知」に記載されましたが、株主提

案は記載されませんでした。
株主総会は、株主の意思決定を表現するために開催されるものであり、経営者のために開催されるものではありません。ま

た、株主総会の議案を平等に扱うことで、会社及び株主の不利益になることもありません。
会社提案だけが紙資料に記載され、株主提案が紙資料に記載されないことに正当性はあるのでしょうか。
株主総会本来の目的を考慮し、株主が意思決定の判断材料とするために、会社提案と株主提案を同等に扱うべく、当議案を

提案致します。
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第11号議案
　
定款一部変更の件（株主提案の理由に対する字数の上限の緩和）

現行定款 変更案
（株式取扱規則）
第11条　本会社の株式及び
新株予約権に関する手続及び
手数料並びに株主の権利行使
に関連する事項は、法令又は
この定款のほか、取締役会に
おいて定める株式取扱規則に
よる。

（株式取扱規則）
第11条　本会社の株式及び新株予約権に関する手続及び手数料並びに株主の権利行使に関
連する事項は、法令又はこの定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
ただし、株式取扱規則において、会社法施行規則第93条第1項により本会社が株主提案議
案の「提案の理由」の分量を定める場合は、「提案の理由」と「議案の要領」の合計字数が
各議案毎に7,000字以上となるように定めることとし、7,000字を下回る字数を定めている
場合は、これを7,000字とみなす。

取締役会の

意見

取締役会としては、本議案に反対いたします。
ご提案の内容は、取締役会が、株主共同の利益の観点から、柔軟かつ合理的に意思決定を行い対応す

べき事項であり、会社の基本的事項を定める定款に規定することは適当ではないと考えております。
なお、当社は、株主総会参考書類における株主提案の記載については、株主の皆さまに提案内容を適

切にご理解いただくことと同時に、株主総会参考書類の肥大化による株主の利便性低下の防止や株主
総会運営の円滑性確保が重要であると考えております。このような観点から、当社は提案内容の簡潔
な要約を求める場合があります。また、当社では株式取扱規則第15条において、株主提案における
「提案の理由」の記載を各議案毎に400字以内とする合理的な制限を設けております。この字数制限
は提案内容の本質を簡潔明瞭に伝えるには十分かつ適正な水準であると判断しております。

本議案は、「提案の理由」と「議案の要領」の合計字数を各議案毎に7,000字以上と定款に規定する
ことを求めるものであり、株主総会参考書類の著しい肥大化や、株主総会運営の効率性を損なうおそ
れがあります。

＜株主提案（第11号議案から第17号議案まで）＞
第11号議案から第17号議案までは、1名の株主からの提案によるものであります。なお、提案株主から受領した「議
案の要領」には議案の内容といえない箇所がございましたので、法令および当社株式取扱規則に照らして、当該箇所に
ついては割愛しております。「提案の理由」は提案株主から提出されたものを原文（当社の依頼に応じて、提案株主が
要約した内容を含む。）のまま記載しています。

議案の要領：次のとおり変更いたしたいと存じます。
＜新旧対照表＞ （下線部は変更部分）

提案の理由：
当社は株主提案の理由の上限を400字としています。「提案の理由」と「議案の要領」を合わせた字数の上限を7,000字以上

に緩和する提案です。
議案を十分に理解し適切な判断を下せるようになることで、企業価値の向上と持続的な成長を達成できます。関連する費用

は6,000万円程度の増加と試算されます。
全ての提案議案に共通する、私から株主の皆様へのお願いです。
個人株主の皆様には、議案の要領をよく読んで、ご自身の価値観に照らしご自身の判断の下にご投票いただきたい。もしも

メリットよりもデメリットが大きいとお考えの場合には、残念ではありますが反対して下さい。
個人株主以外の全ての株主の皆様に対しては、立場に囚われることなく、企業価値の向上と持続的な成長の観点からのみ提

案議案の賛否を決定し、その判断についてステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる、真に責任ある株主であ
られることを期待しています。
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第９号～第18号議案

第12号議案
　
定款一部変更の件（企業理念の策定と開示）

現行定款 変更案
（新設） （企業理念）

第2条　本会社は、取締役会で企業理念を策定し、株主総会参考書類に記載する。
企業理念には、以下の文章を含む。

・株式会社の使命は、適正に事業を行うことで、効率的にできるだけ大きな付加価値を産み出し、企業
価値を向上させることである。
・付加価値産出の効率性は、労働生産性及び資本生産性で測る。資本生産性が効率的であると判断する
ためには、株主資本利益率（ROE）が資本コストを上回ることを必要条件とする。
・企業価値は､将来キャッシュフローの割引現在価値と現在保有している金融資産の合計とする。ただ
し、資本異動は企業価値の変動要因とは考えない。

取締役会の

意見

取締役会としては、本議案に反対いたします。
ご提案の内容は、取締役会が、その時々の事業環境等の変化に合わせて機動的、柔軟かつ合理的に

意思決定を行い対応すべき事項に関わるものであり、会社の基本的事項を定める定款に規定すること
は適当ではないと考えております。

なお、NTTグループは2023年5月に中期経営戦略を発表しており、2027年度に向けて、「新たな
価値創造と地球のサステナビリティを実現」するグループをめざすことを基本的な考え方として取り
組んでいるところであります。

また、このたびNTTグループ共通のありたい姿や価値観を表すものとして「NTT Group’s Core」
「NTT Group’s Values」を発表いたしました。今後これをグループ全体の羅針盤とし、より一層の
一体感を持って、事業運営にまい進してまいります。

議案の要領：次のとおり変更いたしたいと存じます。
＜新旧対照表＞ （下線部は変更部分）

＜本提案議案が承認された場合の実務的対応＞
本提案議案が承認された場合、定款の条番号は適切な方式で繰下げ変更する。
本提案議案が承認された場合、取締役会は、すみやかに定款に沿った企業理念を策定する。

提案の理由：
以下を含む適切な企業理念が策定されるため、株主は安心して取締役会に経営を託すことができます。
「適正に事業を行う」とは、法令・ルールの遵守は大前提で、環境問題を始めとする社会的課題等に対しても適切に取り組

むことを意味します。
株式会社の使命は、社会全体に対しては「有限な社会的な資源（人材や資本）を抱え込む限りは、効率的にできるだけ大き

な付加価値を産み出すこと」です。その結果として、社会全体が豊かになり納税額も多くなり、社会的課題の解決にも貢献で
きます。

「効率的にできるだけ大きな付加価値を産み出すこと」で「企業価値を向上させること」を目標とするため、株式会社が活
動することによる利害が、社会全体と投資家・株主とで衝突することなく一致します。

資本コストは、社会が求める資本の有効活用の度合いも示しており、ROEが資本コストを下回る会社は、社会の大切な資本
や資産を無駄遣いしていると考えます。
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第９号～第18号議案

第13号議案
　
定款一部変更の件（資本政策に関する情報開示）

現行定款 変更案
（新設） （資本政策に関する情報開示）

第3条　取締役会は、資本政策の観点から適正と考える株主資本の額を決定し，株主総会参考書類に記
載する。株主資本の額は、取締役会が適切と判断した一定の幅を持たせることができる。
取締役会の判断により、資本政策の観点から適正と考える株主資本の額を株主総会参考書類に記載しな
いことができる。その場合、記載しない理由の要領を、株主総会参考書類に記載する。

取締役会の

意見

取締役会としては、本議案に反対いたします。
ご提案の内容は、取締役会が、その時々の事業環境等の変化に合わせて機動的、柔軟かつ合理的に意

思決定を行い対応すべき事項に関わるものであり、会社の基本的事項を定める定款に規定することは
適当ではないと考えております。

なお、当社は資本政策において、株主還元の充実と持続的成長に向けた投資資金の確保および財務健
全性の維持のバランスを重視しております。さらに、株主還元は、配当については継続的な増配の実
施を基本的な考えとし、自己株式取得についても機動的に実施することにより資本効率の向上に取り
組んでおります。

また、資本政策の決定にあたっては、株主資本の額のみならず、株主資本比率などの財務健全性指標
に加え、EPS、ROIC、ROEといった資本効率指標を総合的に勘案しております。

投下資本効率の改善や株主還元など、資本政策を含む財務戦略全体の取り組みについては、統合報告
書等を通じてステークホルダーの皆さまに適切な情報開示を行っております。

議案の要領：次のとおり変更いたしたいと存じます。
＜新旧対照表＞ （下線部は変更部分）

＜本提案議案が承認された場合の実務的対応＞
本提案議案が承認された場合、定款の条番号は適切な方式で繰下げ変更する。

提案の理由：
資本政策に関して、以下の観点から本質的な深い議論を行えるようになります。
株主還元策に対する基本的な考え方を投資家・株主と取締役会とで共有できます。実際の株主資本の額が適正と考える額を

上回っている場合、株主還元を増やし内部留保を抑えることが正しい資本政策となります。逆に実際の株主資本の額が小さい
場合、株主還元を抑え内部留保を増やすことが正しい資本政策となります。

実際の株主資本の額が適正と考える額を下回っている場合、ROEは過少資本によってかさ上げされます。適正と考える株主
資本の額を元にROEを評価した方が、より建設的な議論ができます。

適正な株主資本の額は取締役会の判断で決められるため、現実的な対応をすることができます。また、支障がある時には開
示しないことも許されているため、過度に経営を拘束するものではありません。
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第９号～第18号議案

第14号議案
　
定款一部変更の件（取締役の国籍基準）

現行定款 変更案
（新設） （取締役の国籍の要件）

第21条　日本の国籍を有しない人は、取締役となることができない

取締役会の

意見

取締役会としては、本議案に反対いたします。
ご提案の内容は、取締役会が、その時々の事業環境等の変化に合わせて機動的、柔軟かつ合理的に意

思決定を行い対応すべき事項に関わるものであり、会社の基本的事項を定める定款に規定することは
適当ではないと考えております。

NTTグループは、グローバルビジネスの更なる拡大に向けて取り組んでおります。その実現には、
グローバル企業における経営経験や業務執行の監督等の知見が重要であると考え、その実績を有する
外国人取締役の登用に向けて、当社は、会社提案の取締役選任議案（第3号議案）において外国人取締
役の選任を上程しております。

なお、当社は、取締役会による役員等の指名の決定等における独立性、客観性および説明責任の更な
る強化を目的に、取締役会の事前審議等機関として5名の取締役で構成（過半数である3名が独立社外
取締役。）される指名委員会を任意に設置し、ガバナンスの有効性を高めておりますが、当該指名委
員会においても本株主提案に対する反対意見が表明されております。

議案の要領：次のとおり変更いたしたいと存じます。
＜新旧対照表＞ （下線部は変更部分）

＜本提案議案が承認された場合の実務的対応＞
本提案議案が承認された場合、定款の条番号は適切な方式で繰下げ変更する。

提案の理由：
「安易に外部の人材に頼ることなく、社内の有能な方々に思う存分その能力を発揮してもらう」という方針を明確にするた

めの象徴的な提案です。社内の人材にもっとのびのびと能力を発揮してもらうことの方が、より企業価値が向上します。
外国人の取締役を迎えることは、簡単で、目立ちやすく、一部の層からの「受け」もいいものかもしれません。先進的でか

っこよく見えます。つまり、「安易な施策」とも言えます。
新入社員を厚遇するという風潮とも重なりますが、既存の人材を軽く扱い、目新しい人材に過度の期待を寄せているのでは

ないかと不安を起こさせます。
NTTは、他の日本企業と同様、内部に優秀な人材を多数抱えているので、その方々をもっと大切に扱い、思う存分能力を発

揮してもらうことに、もっと力を注ぐべきです。
外国人の役員を迎え入れなければ自由闊達な議論が行えないとすれば、その状況を変革することが先決問題です。
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第９号～第18号議案

第15号議案
　
定款一部変更の件（取締役会における決議の判断基準）

現行定款 変更案
（取締役会）
第24条
1～4
（新設）
5～7

（取締役会）
第24条
1～4
5　取締役会の決議において、取締役は、企業価値の向上につながると判断した場合にのみ賛成するこ
とができる。企業価値の向上につながるか否かは、定性的分析によることができる。
6　各取締役の判断の要領の事績は取締役会議事録に残す。
7　定時株主総会の終了後、最初に行われる取締役会において、「『経営判断原則は、企業価値の向上に
つながると判断した決定についてのみ適用し主張できる』という基準は妥当である。」という議案を決
議する。その結果を、決議後最初に開催する定時株主総会で報告する。
8～10

取締役会の

意見

取締役会としては、本議案に反対いたします。
ご提案の内容は、取締役会が、株主共同の利益の観点から、柔軟かつ合理的に意思決定を行い対応す

べき事項であり、会社の基本的事項を定める定款に規定することは適当ではないと考えております。
当社の取締役は、各人の経営判断に基づき、取締役会での議論や意見交換を通じて、これまでも企業

価値の向上に取り組んできております。
会社法において規定される善管注意義務・忠実義務に加えて、定款において取締役各人の経営判断に

対して制限を課す必要はないと考えており、取締役会として、今後も企業価値向上に向け、積極的な
議論や意見交換を実施していく所存であります。

議案の要領：次のとおり変更いたしたいと存じます。
＜新旧対照表＞ （下線部は変更部分）

＜本提案議案が承認された場合の実務的対応＞
本提案議案が承認された場合、定款の条番号は適切な方式で繰下げ変更する。
つまり、新たな5項～7項を新設し、従来の5項～7項は8項～10項に項番号を変更する。

提案の理由：
取締役会の決議において、「取締役が賛成することができるのは企業価値の向上につながると判断した場合に限られる」とい

うことを明確にします。
企業価値を定量的に測定することには様々な困難があるため、定性的分析に基づいて判断することを認めています。このた

め、あらゆる議案が企業価値の観点から判断することができ、現実的な定款規定です。
「そもそも企業価値への影響を考えずに利益額だけを判断の基準においている場合は、経営判断原則を適用することはでき

ない」という考え方について、取締役会の認識を問うようにする議案です。取締役会で賛成することを求めているのではな
く、賛否の決議を求めるものであるため、取締役会の判断を不適切に拘束するものではありません。

取締役会における決議が、企業価値の向上につながるようになるため、企業価値の向上ひいては株主共同の利益の向上が見
込めます。
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第９号～第18号議案

第16号議案
　
剰余金の配当（特別配当）の件

取締役会の

意見

取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社は、持続的に企業価値を高めるとともに、株主の皆さまに利益還元していくことを重要な経営課

題の一つとして位置付けております。株主の皆さまへの還元は、継続的な増配を基本的な考えとし、
自己株式取得については、機動的に実施することとしております。内部留保資金につきましては、財
務体質の健全性を確保しつつ、成長機会獲得のための投資や資本効率を意識した資本政策等に活用し
ております。

この考えに基づき、2024年度の1株当たり年間配当金は14期連続の増配となる対前年0.1円増の5.2
円を予定しており、2025年度も増配を予定しております。自己株式取得については2024年度までに
約5.7兆円を実施しており、2025年度も2,000億円（上限）を決議しております。

当社としては中期経営戦略で掲げているとおり、成長分野への積極的な投資拡大等によりキャッシュ
創出力を高め、当社グループの業績を向上させることにより、中長期で株主の皆さまに利益を還元し
てまいりたいと考えており、本議案の特別配当による一時的な増配は、当社の株主還元の考えに沿う
ものではないと判断しております。

議案の要領：
2025年9月30日を基準日とする剰余金の配当（2026年3月期中間配当）として、普通配当とは別枠で特別配当を当社普通

株式1株につき金10.00円支払う。

配当財産の種類：金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及び帳簿価額の総額：当社普通株式1株につき金10.00円
配当総額は普通株式1株あたりの配当金額に、2025年9月30日現在の配当の対象となる株式数を乗じた金額となります。

剰余金の配当がその効力を生ずる日：2025年12月31日あるいは2026年3月期中間配当が効力を生じる日のいずれか早い日

提案の理由：
資本政策に関しては、2024年の株主総会参考書類では「9.資本政策」で簡単な記述があるだけで、中期財務目標や賞与の業

績指標においても財務体質に関する記載はありません。
これらのことから論理的に導かれる帰結は、「会社は、財務体質・資本政策に関して重要な関係性にある投資家・株主あてに

メッセージを出す必要を認識するほどには、財務体質に関する制約を認識していない。株主還元を増やして、株主資本の水準
を低下させる余力があると認識している。」ということです。

当社の収益は国内事業を中心に非常に安定しており、事業リスクは低く、財務的な安定性を高く持つ必要性は低いです。本
提案による配当総額は、現在の株主資本の額の十分の一を下回る程度であり、財務体質の悪化を大きく招くものではありませ
ん。

以上のことから、本提案の特別配当を実施することは、株主共同の利益に資するものです。
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第９号～第18号議案

第17号議案
　
業務執行取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権
の付与のための報酬決定の件

議案の要領：
当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせて当社の取締役の業績向上に対する意欲を高め

ることにより当社の健全な経営と企業価値の向上を図ることを目的として、当社の業務執行取締役（社外取締役を除く）に対
してストック・オプションを付与することについてご承認をお願いするとともに、ストック・オプションとして交付される新
株予約権の具体的内容のご承認をお願いするものであります。

（1） ストック・オプションに関する報酬等の額
本提案は、これまでに株主総会でご承認いただいてきた取締役の報酬とは別枠となるものです。
当社の業務執行取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬等の額を年額100百万円以内（ただし、使

用人分の給与は含まない。）とすること及びその内容等につき、ご承認をお願いするものであります。
各業務執行取締役に対して付与するストック・オプションの個数は、取締役会が決定します。

（2） 報酬等の内容（ストック・オプション報酬として1年間に発行する新株予約権の内容）
① 新株予約権の数

･ 各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の数の上限は5,000個とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類及び数：
･ 各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数の上限は

500,000株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的で
ある株式の数は100株とする。

･ 当社が普通株式につき株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認
める調整を行うものとする。

③ 新株予約権と引換えに払い込む金額：
･ 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額：
･ 新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
･ 行使価額は、100円とする。
･ 当社が普通株式につき株式併合等を行うことにより、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と

認める調整を行うものとする。
･ 当社が当社普通株式につき配当を行うことにより、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認

める調整を行うものとする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間：
･ 新株予約権の付与決議の日後２年を経過した日から当該付与決議の日後５年を経過する日までの範囲内で、取締

役会が決定する期間とする。
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⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限：
･ 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

⑦ 新株予約権の行使の条件：
･ 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役（社外取締役を除く）の地位にあることを要す

る。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
･ 新株予約権者は、次の事由のいずれかに該当することとなった場合、その後、本新株予約権を行使することがで

きない。
･ 当社と競業関係にある会社（当社の関係会社を除く）の役員、使用人またはコンサルタントに就いた場合。但

し、当社の取締役会において、事前に承認された場合はこの限りでない。
･ 法令または当社の社内規程等に違反するなどして、当社に対する背信行為があったと認められる場合。
･ 当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合。

･ 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
めるところによる。

･ その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。

⑧ 新株予約権の取得に関する事項：
･ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または

当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しな
い場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予
約権の全部を無償で取得することができる。

･ 新株予約権者が権利行使をする前に、本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別
途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。

⑨ その他の新株予約権の募集事項：
･ その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める

提案の理由：
2024年の株主総会参考書類によると、取締役報酬の総額は539百万円（支給人数10名、社外取締役を含む）です。巨大企

業であるNTTの報酬としては低すぎます。また、報酬のうち、株式取得目的報酬は28百万円、業績連動型株式報酬は57百万
円（合計85百万円）となっており、取締役の「株主の利益に対する感度」が十分な水準となるように設定されていません。

これらの状況を少しでも改善し、取締役の「株主の利益に対する感度」を高めるために、本株主提案を行いました。
なお、実際の付与は取締役会が決定します。枠の設定自体には何のデメリットもなく、適切な付与は取締役会によって行わ

れるため、取締役会の意見においても反対を表明される合理的な理由は考えられません。つまり、取締役会からの賛同・支持
も当然に行われる議案内容となっています。もし、取締役会が反対の意見を出すのであれば、明確で説得的な理由を提示する
必要があります。
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取締役会の

意見

取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）の現在の報酬体系は、月額報酬

（基本報酬）、賞与（短期インセンティブ）ならびに役員持株会を通じた株式取得および業績連動型
株式報酬（中長期インセンティブ）の3種類での構成としており、当該事業年度の会社業績はもとよ
り、中長期的な企業価値を反映する仕組みになっております。

また、当社は、2025年5月9日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決
定に関する方針」の改定を決議し（株主総会参考書類40～41頁参照）、一部役位における基本報酬、
短期インセンティブおよび中長期インセンティブの比率の見直しを含めた役員報酬水準の見直しを予
定しております。これにより、更なる企業価値の向上に向けた取締役の業績責任の明確化とインセン
ティブ機能の強化を図っていく考えでおります。

なお、当社は、取締役の報酬に関する決定方針および構成・水準の決定等における独立性、客観性お
よび説明責任の更なる強化を目的に、取締役会の事前審議等機関として5名の取締役で構成（過半数で
ある3名が独立社外取締役。）される報酬委員会を任意に設置し、ガバナンスの有効性を高めておりま
すが、当該報酬委員会においても本株主提案に対する反対意見が表明されております。
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第18号議案
　
株主への情報提供の電子化による環境負荷削減を目的とした定款一
部変更の件

取締役会の

意見

取締役会としては、本議案に反対いたします。
ご提案の内容は、取締役会が、その時々の事業環境等の変化に合わせて機動的、柔軟かつ合理的に意

思決定を行い対応すべき事項に関わるものであり、会社の基本的事項を定める定款に規定することは
適当ではないと考えております。

なお、当社は、サステナビリティの推進を重要な経営課題と捉え、「新たな価値創造と地球のサステ
ナビリティを実現」するグループをめざすことを基本的な考え方として、事業活動における環境負荷
の低減と技術・イノベーションの創出による環境問題の解決と経済発展の両立に取り組んでおりま
す。

その一環として、株主の皆さまとのコミュニケーション手段においても、従来の紙面・郵送による対
応から、ウェブサイトによる情報発信の充実等、電磁的方法の活用へと段階的な移行を進めておりま
す。株主総会資料につきましては、第38回定時株主総会より電子提供制度を踏まえた取り扱いを開始
しており、さらに本総会より、希望される株主の皆さまには招集ご通知等を電子メールで受領いただ
く仕組みも導入し、多くの株主の皆さまにご利用いただいております。

今後も、株主の皆さまとのコミュニケーションの一層の充実を図るとともに、株主さま向け配布物の
更なる見直しおよび紙資源の削減を推進してまいります。

＜株主提案（第18号議案）＞
第18号議案は、1名の株主からの提案によるものであります。なお、「議案の要領」および「提案の理由」は、原文の
まま記載しております。

議案の要領：当社定款第16条の3として、次の条文を追記する。
第16条の3（電子情報提供）
3　本会社は、前二項に定める電子提供措置の対象となる情報を除く任意の情報について原則として書面交付せず、インター
ネットその他の電子的手段により情報提供を行うものとする。ただし、株主が書面交付を希望する旨を所定の方法で通知した
場合には、取締役会が定める期間内に限り、本会社は当該株主にこれを実施できる。本条は、議決権行使、配当金の通知、対
象株主への株主優待の権利行使の方法の通知、情報提供先へのアクセス手段の提供および書面交付を希望する方法の通知を目
的とする最小限の書面の送付は妨げない。

提案の理由：
本提案は、「招集ご通知」冊子や広告物等の配布による情報提供の原則電子化を明文化します。受益者である株主の皆様による
決議が合理的と考え、本提案に至りました。これにより余剰金が発生した場合、従業員様の福利厚生に還元下さい
当社は約240万人の株主を有し、株式分割後40代以下を中心に株主の増加が続く中、毎年数億円をかけ数十トンの任意配布物
を全国へ送付しています。200万人に中間・期末で30グラムの資料を製本費150円で送付すれば、輸送量は60トン、費用は3
億円に達します。この電子化に伴い国外を含む先への多様な情報発信にリソースを集約できれば、多大な環境コストを削減し
つつ企業価値向上に資すると考えます
現行のｄポイント施策の効果は限定的であり、本提案は情報提供の原則を見直すことで株主の増加や入替に関係なく直ちに大
きな効果を発揮し、希望者に書面交付も認め株主平等の原則に配慮します
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事業報告（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

NTTグループの価値創造プロセス

人材
人的資本

NW・インフラ
製造資本

研究開発・サービス開発
知的資本

財務基盤
財務資本

顧客基盤・パートナー・ブランド
社会関係資本

成長分野への投資拡大
+50%増加（約8兆円/5年間）※1

新たな価値の創造と
グローバルサステナブル社会を支えるNTTへ
❶ IOWNによる新たな価値創造（構想から実現へ）
❷ データ・ドリブンによる新たな価値創造
❸ 循環型社会の実現
❹ 事業基盤の更なる強靭化

お客さま体験（CX）の高度化
❺ 研究開発とマーケティングの融合
❻ お客さま体験（CX）を重視したサービスの強化

従業員体験（EX）の高度化
❼ オープンで革新的な企業文化へ
❽ 自律的なキャリア形成への支援強化
❾ 全世界の従業員の家族を含めた
　 サポートプログラムの強化・充実

1.

2.

3.

社会的価値
新たな社会的価値創造
● お客さまの新たな体験や感動創造の高度化
● IOWN実用化、AI/ロボット活用による
　新たな社会的価値の創造
● 産業間での資源循環・地方創生の加速

社会インフラのレジリエンス
● 社会と経済活動を支え、
　国民生活の安全を守るライフラインの維持

従業員エンゲージメントの向上
● 労働生産性や創造性の向上

気候変動の緩和
● 2040年ネットゼロの実現

経済的価値
キャッシュ創出力の拡大
● EBITDA：＋20%増加※2（2027年度：約4兆円）

株主還元の充実
● 継続的な増配の実施
● 機動的な自己株式取得

重要項目

新たな価値創造

レジリエンス

人的資本

気候変動

アウトカム
中期経営戦略

New value creation & Sustainability 2027
powered by IOWN

インプット

※1 2023年度から2027年度
※2 対2022年度
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（ご参考） 価値創造プロセス（サステナあり）
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人材
人的資本

NW・インフラ
製造資本

研究開発・サービス開発
知的資本

財務基盤
財務資本

顧客基盤・パートナー・ブランド
社会関係資本

成長分野への投資拡大
+50%増加（約8兆円/5年間）※1

新たな価値の創造と
グローバルサステナブル社会を支えるNTTへ
❶ IOWNによる新たな価値創造（構想から実現へ）
❷ データ・ドリブンによる新たな価値創造
❸ 循環型社会の実現
❹ 事業基盤の更なる強靭化

お客さま体験（CX）の高度化
❺ 研究開発とマーケティングの融合
❻ お客さま体験（CX）を重視したサービスの強化

従業員体験（EX）の高度化
❼ オープンで革新的な企業文化へ
❽ 自律的なキャリア形成への支援強化
❾ 全世界の従業員の家族を含めた
　 サポートプログラムの強化・充実

1.

2.

3.

社会的価値
新たな社会的価値創造
● お客さまの新たな体験や感動創造の高度化
● IOWN実用化、AI/ロボット活用による
　新たな社会的価値の創造
● 産業間での資源循環・地方創生の加速

社会インフラのレジリエンス
● 社会と経済活動を支え、
　国民生活の安全を守るライフラインの維持

従業員エンゲージメントの向上
● 労働生産性や創造性の向上

気候変動の緩和
● 2040年ネットゼロの実現

経済的価値
キャッシュ創出力の拡大
● EBITDA：＋20%増加※2（2027年度：約4兆円）

株主還元の充実
● 継続的な増配の実施
● 機動的な自己株式取得

重要項目

新たな価値創造

レジリエンス

人的資本

気候変動

アウトカム
中期経営戦略

New value creation & Sustainability 2027
powered by IOWN

インプット

※1 2023年度から2027年度
※2 対2022年度
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（ご参考） 価値創造プロセス（サステナあり）

56



�������������������������������������������������������������@�Ô�Š�?	ô�?�é�Ò�Ü�q�þ�@	Ÿ	B�è�Œ

�/�5�5�¬�ç�”�Ó�w�q�¯�t���b�”�Ä�ò�~�Ä�À���¥�z�Ä�À�w	Ý�¯

�—�����/�5�5�¬�ç�”�Ó�w�q�¯�t���b�”�Ä�ò

�È�A�À
w�¢�*�'�3�4�£

�������
������

���������å�S

�������
������

���������å�S

�������
������

���������å�S

�¢�o�•�•�/���£

�æ�À	)�ù ���� �¹ ���
������ �/��

���������å�S

�����
������

���������å�S

�����
������

���������å�S

�����
������

�¢�o�•�•�/���£

�æ�À�b�ù �� �¹ ���
������ �/��

�����
������

���������å�S

�����
������

���������å�S

�����
������

���������å�S

�¢�o�•�•�/���£

�&�#�*�5�%�" �� �¹ ���
������ �/��

�����Ä�À�w�&�a�S�‘�|�f�w
R�L

�	���
 �Ä�À���¥

�y 	Ø�C�è	ô�S�‘�|���È�b�”�¢	Ô�p�x�z �«�å�¢�Å�±�”�Ï�µ�• ���( �±�”�Ï�µ�w�¦�G�t�C�Q�z�"�*�z �Ã�´�»�ç�À� �ï�z�”

�  �¯�ï�Ð�á�”�Â�Ÿ�ï�¬�s�r�w�U	[�U�x���t
��2 �`�o�M�‡�b�{�\�•�t
P�M�z �æ�ž�ç�q�¦�ï�å� �ï�U�ž���`�h�‡�V

�M�~�å� �Ñ�µ�»� �ç�U���£�`�z
��‘�w
\�Æ�t�S�Z�”�b�(
Q�²	Í�•�z�Ï�´�É�µ�t�S�Z�”	ý�h�s�Þ�Ã�ç
Ñ	Z�•
\�ˆ
Q

�²	Í�s�r�w�!�µ�›�î�q �b�”�Ã�´�»�ç�Ä�å�ï�µ�Ñ�¥�”�Ý�”�³�ã�ï�¢�%�9�£�U
H�„�$�t
� �œ�p�M�‡�b�{�°�M�p�z�þ�q

�Æ�ˆ�•�&�A�Æ�ˆ �t�S�Z�”�Ã�´�»�ç�³�Ñ�Ä�w
��2�•�z�"�*�w
Ó�t�~�ô�S�=�t
P�O�Ã�”�»�v�è�”�~	«
…�?�—
ÿ�C�•�w�0

� �z�ô�S�=�~
ó�v�=�b�”�±� �Ì�”�È�8�t�0�b�”	Ø�C�·�©�á�æ�Â�Ÿ�§�=�z�B�•�0�f�w	��“
Ê�ˆ�§�=�•���¥�-�¢�s�r

�w�é�Y�•�w	��“
Ê�ˆ�‹�{�Š�’�•�o�M�‡�b�{

�y �\�O�`�h�^�‡�_�‡�s�þ�q�]�J�›�r�>�b�”�O�Q�p�‹�z	Ø�C�è	ô�Ä�À�U�r�O�þ�Â�x�‡�b�‡�b	O�A�t�s�l�o�M�‡�b�{

�	���
 �Ä�À�w	Ý�¯

�y �\�w�‘�O�s�Ä�À���¥�w�s�T�z�/�5�5 �¬�ç�”�Ó�x�¤�8�&�æ
“�t�®�/�F�X���W�B�M�V�F���D�S�F�B�U�J�P�O�������4�V�T�U�B�J�O�B�C�J�M�J�U�Z������������

�Q�P�X�F�S�F�E���C�Z���*�0�8�/�¯�t�,�n�V�z�®	ý�h�s�A�‹�w
Ñ�� �q�¬�é�”�Ì�ç�±�µ�Â�Æ�Ò�ç�þ�q�›�§�Q�”�/�5�5�•�¯�®�S�l

�^�‡�.�g�¢�$�9�£�w �ô�S�=�¯�® 	H�À�»�.�g�¢�&�9�£�w �ô�S�=�¯�w���m�›�ª �q�`�o�z�¤�Ä�À�·�¬�Ý�ï�Ä�t�S�M�o�^�‡

�_�‡�s	��“
Ê�ˆ�›
*
��`�‡�`�h�{�\�w�A�L�z �p�Ä�À�å�S�w�æ�À	)�ù�x�����¹���
�������/���¢
²�å
z�������Ë
ÿ�£�z�æ�À

�b�ù�x���¹���
������ �/���¢
²�å
z ���������Ë�n�£�z �p�þ�t�<���b�”�p�8�b�ù�x���¹���¢ 
²�å
z ���������Ë�n�£ �q�s�“�‡�`

�h�{57



株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

監
査
報
告

連
結
計
算
書
類
／
計
算
書
類

�������������������������������������������������������������@�Ô�Š�?	ô�?�é�Ò�Ü�q�þ�@	Ÿ	B�è�Œ

�/�5�5�¬�ç�”�Ó�w�q�¯�t���b�”�Ä�ò�~�Ä�À���¥�z�Ä�À�w	Ý�¯

	ý�h�s�A�‹�w
Ñ���q�¬�é�”�Ì�ç�±�µ�Â�Æ�Ò�ç�þ�q�›�§�Q�”�/�5�5�•

�F�÷�p�w�G	��q�_�w�7�  � �ï�Å�p�w�*�0�8�/�� �"�1�/�S�‘�|�Ã�”�»�·�ï�»�”�Ä�À�w�¦�U�“

�³�ï�¨�Ù�”�ç�~
�Ú�è�”�³�ž�q
€��

�#�B�O�H�B�M�P�S�F�#�B�O�H�B�M�P�S�F

�$�I�F�O�O�B�J�$�I�F�O�O�B�J

�,�P�M�L�B�U�B�,�P�M�L�B�U�B
�·���·��

�·���·��

�·���·��

�·�����·����

�·���·���·���·��

�P
ƒ�¤�T�‡�¤

�·���·���·���·��

�·���·���·���·��

�.�V�N�C�B�J�.�V�N�C�B�J

�»�Ï�™�¤�¼�»�Ï�™�¤�¼
�»�Ï�™�¤�¼�»�Ï�™�¤�¼

�»�Ï�™�A�¼�»�Ï�™�A�¼

�$�F�O�U�S�B�M���.�V�N�C�B�J�$�F�O�U�S�B�M���.�V�N�C�B�J

�·���·���·���·��

�·���·���·���·��

�.�V�N�C�B�J���/�"�7���.�V�N�C�B�J���/�"�7��

�.�V�N�C�B�J���/�"�7���.�V�N�C�B�J���/�"�7�� �%�F�M�I�J���/�$�3�	�/�P�J�E�B�
�%�F�M�I�J���/�$�3�	�/�P�J�E�B�


�.�*�4�5�­�”�Ò�ç
�.�*�4�5�­�”�Ò�ç

�*�0�8�/���"�1�/

�*�0�8�/�t�‘�”	ý�h�s�A�‹
Ñ���¢�Ï
Ý�T�’�î�q�•�£

�y�Ô �������� �å���� �D �z�/�5�5 � f �Ô �Š �q�/�5�5 
b �Ô �Š �x �z 	Ž � ; � ± � ” � Ï � µ �®�"�M�M���1�I�P�U�P�O�J�D�T�� �$�P�O�O�F�D�U�� �Q�P�X�F�S�F�E�� �C�Z��

�*�0�8�/�¯�w���™�›�‰�•�`�‡�`�h�{�Š�±�”�Ï�µ�x�z�è	ô�É�¿�Ä�ë�”�«
¶�à���p�«�þ�Õ�›
•���b�”�*�0�8�/�� �"�1�/

�U	[�›�Æ�;�`�z�7�G�������(�C�Q�T�w�ô���~�G�0�”�è	ô�›�î�q�`�‡�b�{

�y�Ô ���������å���D�z�p�þ�x �¤�Z�?	ô�ˆ7è���v�¬�˜�¢�Š�þ�•�F�÷�£�q�w �,�Š�ù�™	{�t�,�n�V�z
Ò�M�w �"�1�/�›�;�M�o

�F�÷�¢�g���£ �w�Ã�”�»�·�ï�»�”�q�Ô�Š�¢ 
â���ú�Z�€�‰
C�·�ï�»�£�w�Ã�”�»�·�ï�»�”�q�w ���M��
€���›�î�q

�`�‡�`�h�{�^�’�t�z���������å���D �t�x�z� �ï�Å�¢�Ü�ï�Ì� �£�p�m �•�h	Ô	t�t�K�”���m�w�Ã�”�»�·�ï�»�”�›

�*�0�8�/�� �"�1�/
€���b�”�\�q�t�‘�”�á�æ�w�°�.�=�z�S�‘�|� �ï�Å�~�³�ï�¨�Ù�”�ç�~�Ú�è�”�³�ž�›�A�•�‚���­�”

�Ò�ç�®�.�*�4�5�¯ �q�w
€���‰�•�›�_
>�Q�h�z�®�/�5�5���%�"�5�"���-�F�B�E�F�S�T�I�J�Q���&�W�F�O�U�¯�›�‰�5�`�‡�`�h�{���™�‹�z

�*�0�8�/�� �"�1�/�w�›
Q�p�K�”�Ò�ô���~�Ò�ÿ�—���›�Æ�T�`�h�Ë�s�”���M�2�‰�›
*
��`�o�M�V�‡�b�{

58



�������������������������������������������������������������@�Ô�Š�?	ô�?�é�Ò�Ü�q�þ�@	Ÿ	B�è�Œ

�/�5�5�¬�ç�”�Ó�w�q�¯�t���b�”�Ä�ò�~�Ä�À���¥�z�Ä�À�w	Ý�¯

�Ã�”�»�·�ï�»�”�w�¦�U�“

���������å���D�Ì�:�w�ù�-���
�������.�8�T�’�z���������å���D�Ì�:�p�ù�- ���
������ �.�8�‡�p�¦�G�A�ˆ
�^�’�t���™�z�ù�- ���
������ �.�8�Ž	Í�‡�p�w�¦�G�›�-�h�A�ˆ

���������å���D���™�A

�"�N�F�S�J�D�B�T �&�.�&�" �*�O�E�J�B
�Å� �À�y� �ª�æ�µ

�¦�å�ï�¼�y�µ� �µ�s��

�"�1�"�$
�Ô�Š�y� �ï�Å�É�³�ž

�y�Ú�è�”�³�ž�y�³�ï�¨�Ù�”�ç�s

���™�A�´�P
ƒ�'��

�¤�8�&�æ

“�t
C
¯�Ì

�¢���������å���D�Ì�:�£
������ �.�8

������ �.�8

������ �.�8

������ �.�8

������ �.�8

������ �.�8

������ �.�8

������ �.�8

������ �.�8

������ �.�8

������ �.�8

������ �.�8

�Ã�”�»�~�Å�æ�Ò�ï�t�‘�”	ý�h�s�A�‹
Ñ��

�y�Ô �/�5�5�¬�ç�”�Ó�x�z
��‘�w
\�Æ�~�“�Ä�~
\�V�M�›�§�Q�”�"�*�w���™ �›�Š�_�`�o�M�‡�b�{�/�5�5
[ �G�F�Û�t�  �Þ�Ã

�ç�®�U�T�V�[�V�N�J�¯�x���������å���D�w	Ž�;�±�”�Ï�µ���™�‰�•�Ž�ñ�z���
������ �E�Ž	Í�w�‹�Ö
ì�Š�›�M�h�i�M�o�M�‡

�b�{ �¬�é�”�Ì�ç�t�S�M�o�‹�z�z���z�&�.�&�" ���� �~ �¤�Æ���z�"�1�"�$ ���� �w�� �m�w�3�F�H�J�P�O�B�M�� �6�O�J�U�z�S�‘�| �(�M�P�C�B�M��

�5�F�D�I�O�P�M�P�H�Z���4�F�S�W�J�D�F�T�z�#�V�T�J�O�F�T�T���4�P�M�V�U�J�P�O�w���m�w�(�M�P�C�B�M���6�O�J�U�w�-���6�O�J�U�w�¦�Ö�è�”�³�ã�ï�Þ�Ã�ç�•�ì


¶� �æ�`�z���
������ �E�Ž	Í�w
\
R�"�*�Š�E�›	!�« �`�o�M�‡�b�{�‡�h�z�/�5�5 �Ã�”�»�x�z
ó
:�w�"�* �¤�”�´�£�ï�Ä�U

�×�o�$�t� �Ð�`�s�U�’�À�¿�Ó�é�·�µ
¶�.�›�§�	�b�”�®�4�N�B�S�U�"�H�F�O�U �5�. �¯�›�Æ�;�`�z�æ�À�–�¬�›�0	Å�t�Ã�”�»

�Ö�—�^�À�•���Š	{	j
‹�z���ÿ	{�^
R�z�þ�º��	{�^
R�s�w�»�µ�«�›�×�o�$�t�î�æ�b�”�®�-�*�5�3�0�/ �š���4�B�M�F�T�¯�›

���������å�����D�T�’ ���™�‰�•�`�‡�`�h�{�^�’�t�z�À�¿�~�À�„ �]�q�w�7�&�=�›�î�q�b�”�x���"�*�T�’�z�À�¿�~�À

�„�#�…�$�s�7�&�=�›
$�”�È�/���"�*�w�î�q�t�²�Z�z�‰�å���D�t�Ò�Ü�q�þ�/�5�5���"�*���$�*�9�›
ƒ�q�`�‡�`�h�{

�������$	-�z�¤�f�z�ž�Ñ�æ�§�›
¯�b�&�V�S�P�Q�F�
���.�J�E�E�M�F���&�B�T�U�
���"�G�S�J�D�B�w�„���È�›�K�˜�d�h�t	¶�{

�������ž�´�ž� ���8�›
¯�b�"�T�J�B���1�B�D�J�G�J�D�w�t	¶�{

�y�Ô �Ã�”�»�~�Å�æ�Ò�ï�þ�q�w	O�A �s�Ó�å�¿�Ä�Ñ�¥�”�Ü�p�K�”�Ã�”�»�·�ï�»�”�x�z�"�*�w
Ó�t�~ �ô�S�=�t
P�M�z�f

�w	O�A
Q�U�°
Ú�ô�‡�l�o�M�‡�b�{�/�5�5 �¬�ç�”�Ó�t�S�M�o�‹�z�Ã�”�»�·�ï�»�”�Ä�À�x
R�Õ�›�W�¾ �b�”�Å�å� 

�Ì�”�q�•�”
Ç�Z�z 
H�„�H ���• ���� �w�Ã�”�»�·�ï�»�”�,
k�w�Ë�s�”�¦�Á�q �ô�S�=�›
*
� �`�o�S�“�z���������å�S�t

�x	ý�h�t���Œ�:���i �w�Ã�”�»�·�ï�»�”�›	ý�F�‰
ƒ�`�z�§�-�p�������Œ�:�������i�‡�p�¦�G �`�‡�`�h ���� �{�C�Q�o�z

���������å�S�t�'���`�o�M�”
Æ�ˆ�ˆ�d�¿	ô�W�¢�3�&�*�5�£�•�w�Ã�”�»�·�ï�»�”�¿�ˆ�w
Ê�ˆ�Ö�•�›�è�a�o�z�Ë�s�”
R

�Õ�;�q�w�¬�-�q�R�¿�H
¶
Q�w�¡�Ë�›�†�q�`�z�Ë���$�s
R�Õ�›�Š�_�`�o�M�V�‡�b�{

�������4�U�S�V�D�U�V�S�F���3�F�T�F�B�S�D�I�������������3�F�Q�P�S�U�‘�“�¤�Z
��½�ž�è���w�Ä�À	��›	†�V�6	B�-�{

�������.�8
:�x�/�5�5�¯�Û�á�Ç�­�”�³�ã�ï�¶�¬�ç�”�Ó�S�‘�|�¬�é�”�Ì�ç�~�¹�æ�á�”�³�ã�ï�Ä�À�·�¬�Ý�ï�Ä�w�(�M�P�C�B�M���5�F�D�I�O�P�M�P�H�Z���4�F�S�W�J�D�F�T�w�Ã
�”�»�·�ï�»�”�Ä�À
æ�ó�p	t���b�”�Ï�ç�¢�H�~	��q�w�´�ã� �ï�Ä�Õ�ï�½�ß�”���‰�{�£�t�S�Z�”�?�—�0�”�{

59



60


























































































